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当組合の概要

◆名 称 金沢中央信用組合

◆所 在 地 石川県金沢市上近江町１５番地

◆設 立 大正１３年２月４日

◆出 資 金 ５億５千９百万円

◆組合員数 ３，６２６人

◆預 金 高 ２１４億円

◆貸 出 金 １０８億円

◆常勤役職員数 ２８名

◆店 舗 数 ３店舗

―経営理念―

地域の人々から必要とされ、信頼され

る協同組織金融機関として「相互扶

助」の精神のもと、中小零細事業者・

勤労者とともに栄える。
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ご あ い さ つ

皆さまには、日頃より格別のお引き立てを賜り、心より厚く御礼申し上げます。
本年も当組合の歩みと現状について、より一層ご理解を深めていただきたく、『DISCLOSURE ２０２２

金沢中央信用組合 信頼へのあゆみ』を作成いたしました。

令和３年度における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の再拡大による「まん延防止等重点
措置」発令などの影響により、総じて厳しい１年となりましたが、ここに来て、漸くウイズコロナに向
けた動きも感じられるようになりました。
一方、今年に入って２月下旬のロシアによるウクライナへの軍事侵攻以降、原材料価格の高騰に加え

エネルギー価格が高騰し、世界の経済はもとより、国内経済においても不透明感が高まっており、地域
経済への更なる影響が懸念されるところです。

この１年、当組合では組合員あってこその組合であることを再認識し、組合員の皆さまの要望に迅速
に応えられるよう、資金供給のみならず、各種補助金・助成金の申請サポートなどウイズコロナ・アフ
ターコロナに向けての取組支援に努めてまいりました。
また、当組合は信用組合の基本理念である「相互扶助」の精神のもと、組合員の悩みや課題を自分た

ちのものと受け止め、その解決に向けて、共に考え、共に取り組んでまいる覚悟であります。

結びに、私ども金沢中央信用組合は、これからも組合員の方々から「ちゅうしん」と愛称で呼ばれ、
『愛される・親しまれる・頼られる』業域・地域のコミュニティ・バンクとして、「フットワーク」と「フェ
イス・トゥ・フェイス」をモットーに、組合員の皆さまとの「共通価値を創造」し、「ともに栄え」、「と
もに歩んでいく」ことを目指してまいります。

どうかこのディスクロージャー誌をご高覧いただき、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願
い申し上げます。

令和４年７月

理事長
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■ 経営の健全性確保

�１ 取引先の悩み・経営課題を共有し、公認会計士・税理士等、外部の人材活用等により問題解決の手
助けを行い、堅い信頼関係の構築と取引先の事業の再構築を側面的に支援することで貸出資産の健全
化を進めます。

�２ 小口多数取引に徹し、収益力の強化とリスク分散を進め、リスク管理の強化により資産の健全化を
進めます。

�３ リスク管理態勢の整備強化を図り、各種リスクを事前把握することにより、リスクの顕在化の防止・
抑制に努めます。

■ コンプライアンスの徹底

�１ 組合員からの信頼獲得のため誠実かつ公正な業務の遂行等により、顧客保護等管理態勢の構築・推
進に努めます。

�２ 定期的な内部研修をはじめ、常勤監事による全職員に対する個別ヒアリングの実施等により、コン
プライアンスに対する意識の醸成と不祥事件の未然防止に努めます。

■ 働きがいの追求

�１ 組合員のニーズに応えられる人材を育成するため、通信講座を含めた研修体制を整備するとともに
自己啓発を促進します。

�２ 働く職員同士のコミュニケーションの向上と、職員一人ひとりがスキルアップすることにより、働
くことへの意義を感じ、働きがいのある職場づくりを目指します。

法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵遵守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（ココココココココココココココココココココココココココココココココンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンププププププププププププププププププププププププププププププププラララララララララララララララララララララララララララララララライイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンスススススススススススススススススススススススススススススススス））））））））））））））））））））））））））））））））

コンプライアンスとは、法令や諸規定はもとより、社会的規範に至る、あらゆるルールを遵守するこ
とであり、当組合では次の法令遵守体制を進めております。

１．コンプライアンスの主管部署を総務部と定め、年間計画を記したコンプライアンス・プログラムを
毎年策定し、理事会の承認を得て実施しております。

２．コンプライアンス・プログラムは、年間計画に基づき、定期的（隔月）に開催する役職員全体会議
の最重要議題として取組んでおり、実施状況については理事会へ報告しております。

３．コンプライアンスは、役職員一人ひとりの意識が最も大切であり、全役職員にコンプライアンス・
マニュアルを配布し啓発を推進するとともに、半期に一度コンプライアンスに関する自己診断を実施
しております。

４．顧客からの苦情等の円滑な解決を図るとともに、業務の改善と顧客満足の向上に役立てるため、顧
客サポート管理規程等を定め遵守しております。

５．社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断す
るため、反社会的勢力対応管理規程等を定め遵守しております。

【預金・積金、貸出金の推移】
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当期における北陸地域の景気は、昨年に続き新型コロナウイルスのまん延に悩まされました。コロナ
後を見据えた企業の設備投資は持ち直しつつあるものの、公共投資は弱めの動きが続き、個人消費につ
いても所得環境の改善が鈍いことから、一部に下押し圧力が続いており、未だ回復途上にあります。
当組合の主要取引業界においても、三度に亘るまん延防止等重点措置の適用等により人の流れが停滞

し、飲食・卸売・小売業を中心に厳しい状況が続いています。
このような状況の中、当組合の令和３年度の営業成績は以下の通りとなりました。

■ 預金・積金

今期は個人預金、法人預金ともに減少し、預金積金の期末残高は、前期比３億４千７百万円減少の
２１４億７千９百万円となりました。

■ 貸 出 金

個人向け消費性資金は若干減少したものの、事業性資金は増加し、前期比３億４千２百万円増加の
１０８億５千５百万円となりました。

■ 収益・費用

収益面においては、経常収益は資金運用収益、役務取引収益は減少したものの、臨時収益が増加し
たことから、ほぼ前期並みの３億７百万円を確保しました。一方、経常費用は経費の増加があったも
のの、有価証券の減損処理を余儀なくされた前期に比べ、６千５百万円減少の２億６千６百万円とな
り、経常利益は４千１百万円となりました。しかしながら保有不動産の使用方法の変更による減損処
理を実施し、特別損失へ１千万円計上したことから、当期純利益は２千９百万円となりました。

■ 自己資本比率

当期末の自己資本比率は、貸出金の増加により分母となるリスクアセッ
トが増加したことから、対前期末比０．０４ポイント低下の１０．９２％となりま
した。国内基準の４．０％を上回る自己資本比率を確保しております。

（単位：千円、％、人、口）

区 分 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

利
益

経 常 収 益 ３０９，４５９ ３１７，３７０ ３０２，７０５ ３０７，３６９ ３０７，３８６
経 常 利 益 ３２，４９０ ３８，１２０ ２４，４７２ △ ２４，６８２ ４１，０５７
当 期 純 利 益 ３１，４９９ ３７，７４５ ２４，１７５ △ ２４，９７９ ２９，９６４

残

高

預 金 積 金 残 高 ２０，９９８，７７１ ２１，７２１，５９６ ２０，７５５，８３０ ２１，８２７，３７５ ２１，４７９，６３６
貸 出 金 残 高 ９，３６１，４１１ ９，５３１，９９９ ９，６７９，７５１ １０，５１３，１０５ １０，８５５，８４２
有 価 証 券 残 高 ５，７１８，８７２ ６，０４３，３４４ ６，１９５，８９３ ６，３０４，８６４ ６，２８５，７６８
総 資 産 額 ２３，４９７，０８５ ２４，３８０，７４１ ２３，２６７，６７４ ２５，８６２，３９７ ２５，２５２，２２１
純 資 産 額 １，３６１，９２５ １，４１１，４３８ １，３７５，９８０ １，３６７，６６６ １，３５９，４７４

自己資本比率（単体） １０．５９ １０．４７ １０．４５ １０．９６ １０．９２

普
通
出
資

出 資 総 額 ３６５，５５１ ３６５，１８５ ３６２，３７２ ３５９，５７２ ３５９，８７１
出 資 総 口 数 ７３１，１０２ ７３０，３７０ ７２４，７４４ ７１９，１４５ ７１９，７４３

組合員数
個 人 ３，３５９ ３，３７８ ３，３２４ ３，２９２ ３，２２６
法 人 ３９４ ３９３ ４０３ ４０１ ４００
合 計 ３，７５３ ３，７７１ ３，７２７ ３，６９３ ３，６２６

出資に対する配当金 ７，３０２ ７，３０９ ７，２８０ ３，６１２ ７，２０３

優
先
出
資

出 資 総 額 ２００，０００ ２００，０００ ２００，０００ ２００，０００ ２００，０００
出 資 総 口 数 ５０，０００ ５０，０００ ５０，０００ ５０，０００ ５０，０００

組合員数
個 人 － － － － －
法 人 １ １ １ １ １
合 計 １ １ １ １ １

出資に対する配当金 ３，２４０ ３，２４０ ３，２４０ ３，２４０ ２，３６０

職 員 数
男 性 １６ １５ １４ １３ １２
女 性 １２ １１ １４ １２ １２
合 計 ２８ ２６ ２８ ２５ ２４

（注）１．残高計数は期末日現在のものです。
２．「自己資本比率（単体）」は、平成１８年金融庁告示第２２号により算出しております。

【主要な経営指標の推移】
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令和３年組合発祥の地である近江町市場が開設３００年を迎えました。また令和６年

２月に組合は設立１００周年を迎えます。この大きな節目に向けて健全経営に努めます。

【我々役職員は行動します】
私たちは、愛される・親しまれる・頼られる信用組合へと、組合員に
必要とされ、信頼される役職員を目指します
自分たちの存在意義・存在価値を高めることで、スケールではなく
個性を生かしたオンリーワンを目指します

●将来に向けての人材育成は
重要な課題であり、能力向
上の施策を通して、顧客よ
り信頼される職員の育成を
目指します。

●貸出金の増強を第一とす
る。そのために、営業推進
体制の強化と、ターゲット
先を明確にした提案活動の
徹底により、融資中心の渉
外体制を構築します。

●役務取引収益の増収を図
り、業務の効率化による生
産性の向上に努めます。

●組合員である中小規模事業
者への積極的かつ継続的な
信用供与を通しての支援体
制を継続します。

●経営改善・事業再生、創業
支援・新事業立ち上げ、事
業承継におけるコンサルタ
ント機能を通して、地域活
性化を図るべく更なる体制
整備の強化を図ります。

収益力の強化

中小規模事業者に
対する支援と地域
活性化への取り組
みの強化

人材の育成と働
きがいのある職
場づくり
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リスク管理の体制

■ リスク管理の基本方針

金融の自由化・国際化の進展などにより金融機関を取巻く環境は大きく変化し、取扱業務や金融サービスは多様化・
複雑化しており、リスク管理の重要性は一段と高まっております。
当組合では、経営の健全性の維持・向上を図るため、リスク管理を重要な経営課題の１つと位置付け、「各リスク管
理方針・規程」に則り、各リスクの把握とリスクの顕在化未然防止・抑制に努めております。
また、「統合的リスク管理方針」、「統合的リスク管理規程」に基づき、当組合の規模・特性に見合った統合的リスク
管理態勢の整備を図るとともに管理体制の確立に努めてまいります。

■ 信用リスクに関する事項

○リスク管理の方針及び手続きの概要
信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化等により、貸出金などの資産の価値が減少または消失し、損失を被るリ
スクをいいます。
当組合では、信用リスクを最重要リスクと認識の上、「信用リスク管理方針」、「信用リスク管理規程」及び「与信
に関する基本方針（クレジットポリシー）」を制定し、役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスクを認識する
管理態勢の構築に努め、融資に際しては厳正な審査を実施しております。
また、信用リスクの管理にあたっては、「信用リスク管理システム」を審査に活用するとともに、特定先に対する
過度な与信集中を排除するため、与信限度枠を設定するなどして管理の強化に努めております。
貸倒引当金については、「資産の自己査定基準書」に基づき厳格な資産査定を行い、「償却・引当に関する基準書」
に基づき算定するとともに、その結果については監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。
○リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
リスク・ウェイトとは、自己資本比率を算出する際の分母に相当するリスク・アセット額を求めるために使用する
資産に対する掛目のことです。
当組合の保有する資産の一部（有価証券等）について、以下の４社をリスク・ウェイトの判定に使用しています。
なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っておりません。
１．格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
２．日本格付研究所（ＪＣＲ）
３．ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）
４．スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（Ｓ＆Ｐ）

○信用リスクの削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要
信用リスク削減手法とは、当組合が抱えている信用リスクを軽減するための措置をいい、具体的には預金担保、有
価証券担保、保証などが該当します。当組合では、融資の取上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、
経営者の資質など、さまざまな角度から可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な
位置付けとして認識しております。したがって、担保や保証に過度に依存しないよう努めております。
また、判断の結果、担保または保証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契
約いただくなど適切な取扱いに努めております。
万一、与信取引においてお客様が期限の利益を失われた場合には、預金相殺を用いる場合がありますが、この際、
信用リスク削減方策の一つとして、各種約定書等に基づき、法的に有効である旨確認の上、払戻充当いたします。な
お、バーゼルⅡで定められている信用リスク削減手法における、適格金融資産担保付取引においては、当組合は簡便
手法を用いており、自組合預金積金の担保に関する手続きについては、組合が定める「貸出事務取扱要領」等に基づ
き、適切な事務取扱いを行っております。
○派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要
当組合は、派生商品取引及び長期決済期間取引を行っておりません。

■ 証券化エクスポージャーに関する事項

○リスク管理の方針及び手続きの概要
証券化とは、金融機関が保有するローン債権や企業が保有する不動産など、それらの資産価値を裏付として証券化
し、第三者に売却することをいいます。
一般的には、証券の裏付となる原資産の保有者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に大きく
分類されますが、当組合においては、いずれも該当する取引は行っておりません。したがって、証券化に関するエク
スポージャー及びリスクは存在しません。
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■ 市場リスクに関する事項

○リスク管理の方針及び手続きの概要
市場リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の変動により、保有する資産の価値が変動し、損失を被るリス
クをいいます。
当組合では、経営体力に見合った適正な水準にリスクをコントロールし、適正な収益を確保することを基本方針と
しております。
市場リスク管理の方法については、「市場リスク管理規程」においてリスク限度枠と限度枠に対するアラーム・ポ
イントを定め、VaR（バリュー・アット・リスク）手法により行っております。また、その内容を常勤会に報告する
とともに必要に応じて対応について協議するなど、適切なリスク管理に努めております。

■ 流動性リスクに関する事項

○リスク管理の方針及び手続きの概要
流動性リスクとは、必要な資金の確保ができなかったり、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされ
ることにより、損失を被るリスクをいいます。
当組合では、資金繰りの状況・見通し及び資金繰りに影響を及ぼす諸条件の変化を厳格に把握・管理することによ
り、経営基盤の安定性の向上を図るとともに、平常時においても流動性危機時を想定しての対応策を確立することを
基本方針としております。
流動性リスクの管理については、資金繰り管理部門が日次の資金繰り及び支払準備資産の状況を把握するとともに、
その状況について定期的に常勤会に報告するなど、適切なリスク管理に努めております。

■ オペレーショナル・リスクに関する事項

○リスク管理の方針及び手続きの概要
当組合では、信用リスク、市場リスク、流動性リスク以外の全てのリスクを「オペレーショナル・リスク」と捉え、
その主なものとして「事務リスク」、「システムリスク」、「人的リスク」、「風評リスク」等があると考えております。
これらのリスクをはじめ、多様化かつ複雑化するリスクに対し顕在化の未然防止及び発生時における影響度の最小化
を図るため、基本的な管理方針及び管理規程の整備など、管理態勢の構築に努めております。また、個人情報及び情
報セキュリティ体制の整備など、顧客保護の観点を重視した体制整備に努めております。
○オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
当組合は、基礎的手法を採用しております。

■ 出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続きの概要に関する事項

出資等エクスポージャーにあたるものは、上場株式、非上場株式及び全信組連などへの出資金が該当します。当組合
では、リスク管理に配慮した余裕資金の効率的かつ安全な運用を図るため「余裕資金運用規程」、「有価証券運用規程」
及び「市場リスク管理規程」を制定しており、上場株式等の有価証券の運用・管理については、各規程に基づき、適正
な運用とともに適切なリスク管理に努めております。
また、非上場株式及びその他出資金に関しては、当組合が定める内部規程に基づいた適正な運用・管理を行っており
ます。また、リスクの状況は、財務諸表や運用報告を基にした評価による定期的なモニタリングを実施するとともに、
その状況については、適宜、経営陣に報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。なお、当組合は令和４年
３月３１日現在、上場株式は保有しておりません。

■ 金利リスクに関する事項

○リスク管理の方針及び手続きの概要
金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に影響を及ぼすことをいいます。
当組合では、金利リスクについて、安定した収益を上げるためには一定のリスクテイクは必要であり、一方では経
営体力（自己資本）に見合う範囲内に抑制することが重要であると認識しております。
リスク管理については、銀行勘定に対する一定の市場金利変動を想定した金利リスク量を算定し、その結果を常勤
会に報告するとともに、必要に応じて適切な対応をとる体制としております。

○内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定手法の概要
当組合では、保有する資産・負債のうち、貸出金、預け金、有価証券、預金等についての金利変動により発生する
リスク量を、経済価値変化（ EVE）により計測しています。円金利ショック幅を１％とし、上方パラレルシフト、下
方パラレルシフト、スティープ化について算出しております。なお、算出における行動オプション性の考え方は、「コ
ア預金」については保守的な前提に基づき考慮しておりますが、「固定金利貸出の期限前解約」及び「定期預金の早
期解約」については考慮しておりません。
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リスク管理体制 －資料編－

■ 自己資本の構成に関する事項

○自己資本の充実の状況
（単位：千円）

項 目 令和２年度 令和３年度

コア資本に係る基礎項目 （１）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 １，２８０，４１９ １，３０１，１１９

うち、出資金及び資本剰余金の額 ７５９，５７２ ７５９，８７１

うち、利益剰余金の額 ５５２，６７８ ５２０，８４６

うち、外部流出予定額（△） ６，８５２ ９，５６３

うち、上記以外に該当するものの額 － －

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 １９，４２４ ２２，８４２

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 １９，４２４ ２２，８４２

うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項
目の額に含まれる額 － －

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行さ
れた資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目
の額に含まれる額

－ －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の４５パーセ
ントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額
に含まれる額

５，９２７ ３，９５１

コア資本に係る基礎項目の額 （イ） １，３０５，７７０ １，３２７，９１３

コア資本に係る調整項目 （２）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係
るものを除く。）の額の合計額 ３，２９３ ７，３８４

うち、のれんに係るものの額 － －

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライ
ツに係るもの以外の額 ３，２９３ ７，３８４

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － －

適格引当金不足額 － －

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己
資本に算入される額 － －

前払年金費用の額 － －

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除
く。）の額 － －

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手
段の額 － －

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －

信用協同組合連合会の対象普通出資等の額 － －

特定項目に係る１０パーセント基準超過額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当す
るものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無
形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る）
に関連するものの額 － －

特定項目に係る１５パーセント基準超過額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当す
るものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形
固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に
関連するものの額 － －

コア資本に係る調整項目の額 （ロ） ３，２９３ ７，３８４
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○自己資本調達手段の概要

当組合の自己資本は、出資金、資本剰余金及び利益剰余金等により構成されております。

なお、当組合の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。

自己資本

自己資本の額 (（イ）－（ロ）） （ハ） １，３０２，４７７ １，３２０，５２８

リスク・アセット等 （３）

信用リスク・アセットの額の合計額 １１，３５８，５２１ １１，５７７，８４５

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入
される額の合計額 ４３，９０４ ４３，９０４

うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・
サービシング・ライツに係るものを除く。） － －

うち、繰延税金資産 － －

うち、前払年金費用 － －

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー － －

うち、上記以外に該当するものの額 ４３，９０４ ４３，９０４

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセン
トで除して得た額 ５１５，４５０ ５１４，８９４

信用リスク・アセット調整額 － －

オペレーショナル・リスク相当額調整額 － －

リスク・アセット等の額の合計額 （ニ） １１，８７３，９７１ １２，０９２，７３９

自己資本比率

自己資本比率 (（ハ）／（ニ）） １０．９６％ １０．９２％

（注） 自己資本比率の算出方法を定めた「協同組合による金融事業に関する法律第６条第１項において準用する銀行法第１４条の２
の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるか
どうかを判断するための基準」（平成１８年金融庁告示第２２号）に係る算式に基づき算出しております。なお、当組合は国内基
準により自己資本比率を算出しております。

発行主体 金沢中央信用組合 金沢中央信用組合
自己資本調達手段の種類 普通出資 非累積的永久優先出資
コア資本に係る基礎項目の額に算入された額 ３５９，８７１千円 ４００，０００千円
償還期限 － －
配当率 年２．００％ 年０．５９％（５年固定型）



－１０－

■ 自己資本の充実度に関する事項

（単位：千円）

令和 ２ 年度 令和 ３ 年度

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計 １１，３５８，５２１ ４５４，３４０ １１，５７７，８４５ ４６３，１１３

① 標準的手法が適用されるポートフォリオ
ごとのエクスポージャー １１，３１２，６６７ ４５２，５０６ １１，５３１，６９０ ４６１，２６７

（�） ソブリン向け ６９，８５８ ２，７９４ ６８，７４２ ２，７４９

（�） 金融機関向け ２，１４８，６２６ ８５，９４５ １，９５５，４１８ ７８，２１６

（�） 法人等向け ５，６７９，２３４ ２２７，１６９ ６，０３２，８５５ ２４１，３１４

（�） 中小企業等・個人向け ７３０，００５ ２９，２００ ６５８，７４０ ２６，３４９

（�） 抵当権付住宅ローン １６５，８２７ ６，６３３ １５３，３９５ ６，１３５

（�） 不動産取得等事業向け １，９９７，１６０ ７９，８８６ ２，０６４，５１２ ８２，５８０

（�） 三月以上延滞等 ３９，０５８ １，５６２ ２９，７０５ １，１８８

（�） 出資等 ２２，８２５ ９１３ ２２，８２５ ９１３

出資等のエクスポージャー ２２，８２５ ９１３ ２２，８２５ ９１３

重要な出資のエクスポージャー － － － －

（	） 他の金融機関等の対象資本等調達手
段のうち対象普通出資等及びその他外
部 TLAC関連調達手段に該当するも
の以外のものに係るエクスポージャー

－ － － －

（
） 信用協同組合連合会の対象普通出資等で
あってコア資本に係る調整項目の額に算入
されなかった部分に係るエクスポージャー

２９６，２６７ １１，８５０ ２９３，２６３ １１，７３０

（
�） その他 １６３，８０２ ６，５５２ ２５２，２３３ １０，０８９

② 証券化エクスポージャー － － － －

③ リスク・ウェイトのみなし計算が適用
されるエクスポージャー － － － －

ルック・スルー方式 － － － －

マンデート方式 － － － －

蓋然性方式（２５０％） － － － －

蓋然性方式（４００％） － － － －

フォールバック方式（１２５０％） － － － －

④ 経過措置によりリスク・アセットの額
に算入されるものの額 ４３，９０４ １，７５６ ４３，９０４ １，７５６

⑤ 他の金融機関等の対象資本調達手段に係る
エクスポージャーに係る経過措置によりリス
ク・アセットの額に算入されなかったものの額

－ － － －

⑥ CVAリスク相当額を８％で除して得
た額 １，９５０ ７８ ２，２５０ ９０

⑦ 中央清算機関関連エクスポージャー － － － －

ロ．オペレーショナル・リスク ５１５，４５０ ２０，６１８ ５１４，８９４ ２０，５９５

ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ） １１，８７３，９７１ ４７４，９５８ １２，０９２，７３９ ４８３，７０９

（注）１．所要自己資本の額＝リスク・アセットの額×４％
２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信
相当額です。

３．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、
地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、
国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会等のことです。

４．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月以上延滞している債務者に係るエクスポー
ジャー及び「ソブリン向け」、「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが１５０％
になったエクスポージャーのことです。

５．「その他」とは、（�）～（�）に区分されないエクスポージャーです。具体的には、有形固定資産、無形固定資産、繰延税
金資産等が含まれます。

６．オペレーショナル・リスクは、当組合は基礎的手法を採用しています。

＜オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法＞
粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％
直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数 ÷８％

７．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％



－１１－

■ 信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証券化エクスポージャーを除く）

○信用リスクに関するエクスポージャーおよび主な種類別の期末残高

＜業種別及び残存期間別＞
（単位：千円）

エクスポージャー
区分

業種区分

期間区分

信用リスクエクス
ポージャー期末残高

三 月 以 上 延 滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメ
ント及びその他のデ
リバティブ以外のオ
フ・バランス取引

債 券

令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度

国 内 ２５，９３１，９０２ ２５，３６６，１１０ １０，６８５，０９６ １１，０１５，１７６ ４，０５２，０７６ ４，１５０，９０５ ９４，１７１ ５８，２００

国 外 － － － － ２，１７５，５７２ １，９７３，９８４ － －

地 域 別 合 計 ２５，９３１，９０２ ２５，３６６，１１０ １０，６８５，０９６ １１，０１５，１７６ ６，２２７，６４９ ６，１２４，８８９ ９４，１７１ ５８，２００

製 造 業 １，３５６，１８０ １，４８６，７３９ ５５３，３５５ ６８４，２１９ ８０２，８２４ ８０２，５１９ － －

農 業、 林 業 １，８５２ １，２５１ １，８５２ １，２５１ － － － －

漁 業 － － － － － － － －

鉱 業、砕 石 業、
砂 利 採 取 業 － － － － － － － －

建 設 業 ６８５，４４６ ６５４，２６０ ３８５，２５３ ３５４，０６８ ３００，１９２ ３００，１９２ － －

電 気 ・ ガ ス ・
熱 供 給 ・ 水 道 業 ５０１，４２３ ７０１，３４９ － － ５０１，４２３ ７０１，３４９ － －

情 報 通 信 業 １００，１２７ １００，１２７ － － １００，１２７ １００，１２７ － －

運 輸 業、郵 便 業 ４９３，５７５ ４７４，９４３ ３９３，４４６ ３７４，８１４ １００，１２９ １００，１２９ － －

卸 売 業、小 売 業 ３，５８７，７５２ ３，７６３，２５３ ３，４８６，６６１ ３，６６２，４０９ １００，９３８ １００，７１２ ４９，３０９ ３９，０６６

金 融 業、保 険 業 １０，９５６，６８９ ９，８４０，３５２ － ５０，０００ ２，２７５，７２３ １，９７３，８９７ － －

不 動 産 業 ２，２５９，２７５ ２，３５９，０８５ １，８１３，０００ １，９１２，７７８ ４４１，７７４ ４４１，８０６ － －

物 品 賃 貸 業 － － － － － － － －

学術研究、専門・
技 術 サ ー ビ ス 業 ５７，８７３ ５５，０５７ ５７，８７３ ５５，０５７ － － － －

宿 泊 業 ９，００２ ６，９９７ ９，００２ ６，９９７ － － － －

飲 食 業 １，１４５，７２６ １，１３８，２４９ １，１４５，７２６ １，１３８，２４９ － － ３２，４１４ ８，７８４

生活関連サービス業、
娯 楽 業 ７７，６４２ １０４，６４６ ７７，６４２ １０４，６４６ － － － －

教育、学習支援業 － － － － － － － －

医 療、 福 祉 － － － － － － － －

その他のサービス ７７７，８２７ ６１８，０４４ ５７６，８５９ ５１７，０８９ ２００，１１８ １００，１０５ － －

そ の 他 の 産 業 ５０５ ５０５ － － － － － －

国・地方公共団体等 １，３０７，０９４ １，４０７，３６９ － － １，３０４，１５４ １，４０３，８０３ － －

個 人 ２，１６０，４２１ ２，１５３，５９５ ２，１６０，４２１ ２，１５３，５９５ － － １２，４４７ １０，３４９

そ の 他 ４５３，４８５ ５００，２８２ ２４，０００ － １００，２４３ １００，２４５ － －

業 種 別 合 計 ２５，９３１，９０２ ２５，３６６，１１０ １０，６８５，０９６ １１，０１５，１７６ ６，２２７，６４９ ６，１２４，８８９ ９４，１７１ ５８，２００

１ 年 以 下 ８，９５０，７４８ １０，１６２，５６６ ３，５０５，４１９ ３，９７７，６９１ ５１４，６９６ ８５２，８４５

１ 年 超 ３ 年 以 下 ５，２６５，０９６ ３，９２５，３２７ １，８７３，０６７ １，７２４，４５４ １，１４２，０２８ ７００，８７３

３ 年 超 ５ 年 以 下 ２，３２６，８８３ ２，１４４，２３２ １，３２４，３７３ １，３４３，２６９ ９０２，５０９ ８００，９６３

５ 年 超 ７ 年 以 下 １，４６８，８０３ １，５５０，４６２ １，０６８，８０３ １，１５０，４６２ ４００，０００ ４００，０００

７年 超 １０ 年 以 下 ２，７０４，２４６ ２，８０４，８５１ １，２３７，０８３ １，１３６，１６６ １，４６７，１６２ １，６６８，６８４

１０ 年 超 ３，９６１，８１０ ３，８６８，７４７ １，６６０，５５８ １，６６７，２２３ １，８０１，２５２ １，７０１，５２３

期間の定めのないもの １，２５４，３１２ ９０９，９２２ １５，７８９ １５，９０７ － －

残 存 期 間 別 合 計 ２５，９３１，９０２ ２５，３６６，１１０ １０，６８５，０９６ １１，０１５，１７６ ６，２２７，６４９ ６，１２４，８８９

（注）１．「貸出金、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・バランス取引」とは、貸出金の期末残高の他、当座貸
越等のコミットメントの与信相当額、デリバティブ取引を除くオフ・バランス取引の与信相当額の合計額です。

２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月以上延滞している者に係る
エクスポージャーのことです。

３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが困難なエクス
ポージャーです。具体的には現金、有形・無形固定資産及びその他の資産等が含まれます。

４．CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
５．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。



－１２－

○一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（単位：千円）

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

期 末 残 高 当期増減額 期 末 残 高 当期増減額

一 般 貸 倒 引 当 金 １９，４２４ ９，４５３ ２２，８４２ ３，４１８

個 別 貸 倒 引 当 金 １６１，２２４ △ ３７，９８６ １３８，５３５ △ ２２，６８９

合 計 １８０，６４８ △ ２８，５３２ １６１，３７７ △ １９，２７１

○業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等
（単位：千円）

個 別 貸 倒 引 当 金 貸 出 金 償 却

令和２年度 令和３年度
令和２年度 令和３年度

当期増減額 期末残高 当期増減額 期末残高

製 造 業 － － － － － －
農 業、 林 業 － － － － － －
漁 業 － － － － － －
鉱業、砕石業、砂利採取業 － － － － － －
建 設 業 △ ４，９８８ ５，６４１ △ ７７２ ４，８６９ － －
電気・ガス・熱供給・水道業 － － － － － －
情 報 通 信 業 － － － － － －
運 輸 業、 郵 便 業 － － － － － －
卸 売 業、 小 売 業 △ ２２，０１０ １３２，４０３ △ １０，９２９ １２１，４７３ － －
金 融 業、 保 険 業 － － － － － －
不 動 産 業 － － － － － －
物 品 賃 貸 業 － － － － － －
学術研究、専門・技術サービス業 － － － － － －
宿 泊 業 － － － － － －
飲 食 業 △ ５，５７７ １３，６９８ △ １０，３０９ ３，３８８ － －
生活関連サービス業、娯楽業 － － － － － －
教 育、学 習 支 援 業 － － － － － －
医 療、 福 祉 － － － － － －
そ の 他 の サ ー ビ ス － － － － － －
そ の 他 の 産 業 － － － － － －
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 － － － － － －
個 人 △ ５，４０９ ９，４８０ △ ６７８ ８，８０２ － －
合 計 △ ３７，９８６ １６１，２２４ △ ２２，６８９ １３８，５３５ － －

（注）１．当組合は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
２．貸出金償却は、個別貸倒引当金の目的取崩分（２年度：３，９５１千円 ３年度：なし）を除いて記載しております。
３．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

○リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
（単位：千円）

告示で定めるリスク・
ウェイトの区分（％）

エ ク ス ポ ー ジ ャ ー の 額
令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

格付適用あり 格付適用なし 格付適用あり 格付適用なし

０％ － ３，６１１，１７０ － ３，７０４，７７１
１０％ － ６９８，５８７ － ６８７，４２２
２０％ ５００，６５０ １０，１４１，９６７ ５００，６６３ ８，９７５，６４４
３５％ － ４７３，７９１ － ４３８，２７１
４０％ － ３００，７１８ － ４００，９８４
５０％ ２，００４，３８０ ９２，１６９ ２，２０４，５４６ ６２，４７２
７５％ － ８３０，７５３ － ７１８，６８４
１００％ ４４３，３５８ ６，７５５，５５３ ２４２，３６０ ７，３４６，９１７
１５０％ － １２，１５４ － １８，７２９
２５０％ － ６６，６４４ － ６４，６４２
１２５０％ － － － －

合 計 ２，９４８，３８９ ２２，９８３，５１２ ２，９４７，５７０ ２２，４１８，５４１

（注）１．格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。
２．エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しております。
３．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、CVAリスクおよび中央清算機関
関連エクスポージャーは含まれておりません。
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■ 信用リスク削減手法に関する事項

○信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー
（単位：千円）

信用リスク削減手法

ポートフォリオ

適格金融資産担保 保 証 クレジット・デリバティブ

令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度

信用リスク削減手法が適用
されたエクスポージャー ６６５，６４２ ６１８，２５７ ２６，４７９ ２１，９４９ － －

（注）１．当組合は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。
２．上記「保証」には、告示（平成１８年金融庁告示第２２号）第４５条（信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会に
より保証されたエクスポージャー）、第４６条（株式会社地域経済活性化支援機構により保証されたエクスポージャー）を含
みません。

■ 出資等エクスポージャーに関する事項

○出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価
（単位：千円）

区 分
令和２年度 令和３年度

貸借対照表
計 上 額 時 価 貸借対照表

計 上 額 時 価

上 場 株 式 等 － － － －

非 上 場 株 式 等 ２１９，１２５ － ２１９，１２５ －

合 計 ２１９，１２５ － ２１９，１２５ －

○貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

該当ありません。
（注）「貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、その他有価証券の評価損益です。

○貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

該当ありません。
（注）「貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額」とは、子会社株式及び関連会社の評価損益です。

■ リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

（単位：千円）

令和２年度 令和３年度

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー － －

マンデート方式を適用するエクスポージャー － －

蓋然性方式（２５０％）を適用するエクスポージャー － －

蓋然性方式（４００％）を適用するエクスポージャー － －

フォールバック方式（１２５０％）を適用するエクスポージャー － －

○出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

該当ありません。
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信用組合ブランドステートメント

「信用組合とは」
信用組合は、「相互扶助」を理念とし、中小企

業・小規模事業者等や地域、業域、職域の生活者
がお互いに支え合い、夢をかなえるために、一人
ひとりが預金しあい、必要な時に適切な審査のも
とに融資することを使命とする「中小企業等協同
組合法」に基づく協同組合組織の金融機関です。
株式会社が、株主のための最大利益の追求を目的
としているのに対して、協同組合である信用組合
は、適正な利益と組合員の発展に貢献することを
目的とする金融機関です。

「基本理念」
信用組合の基本理念である「相互扶助」は不変

であり、この「相互扶助」は、社会福祉的な弱者
同士の扶助ではなく、自助のために相互に協力し、
同時に自立した者同士が協同することです。

「経営ビジョン」

新たな相互扶助の実践
信用組合は、これまでは主として金融サービス、
とりわけ「資金の融通における相互扶助」を中心
としてきました。今後、社会・経済の構造的な変
化が見込まれる中で、次の三つの相互扶助を実践
していきます。
１）「資金の融通による相互扶助」
２）組合員に対するコンサルティング等「知恵（創
意工夫）による相互扶助」

３）組合員相互、信用組合相互及び信用組合と地
域社会等を結ぶ「ネットワーク化による相互
扶助」

「信用組合の約束」
信用組合は、中小企業や小規模事業者等、地域・
業域・職域の生活者である組合員に対して、きめ
細かな訪問活動と、人の温もりを大切にした親身
な相談活動を通して、どんな時も、組合員と共に
歩み続ける、身近な金融機関であることを約束し
ます。

「信用組合のブランドスローガン」

■ 金利リスクに関する事項

（単位：百万円）

IRRBB１：金利リスク

項番
EVE NII

令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度

１ 上方パラレルシフト ６０４ ５５７ ７ ４

２ 下方パラレルシフト ０ ０ ３ ７

３ スティープ化 ４９８ ４７７

４ フラット化

５ 短期金利上昇

６ 短期金利低下

７ 最大値 ６０４ ５５７ ７ ７

令和２年度 令和３年度

８ 自己資本の額 １，３０２ １，３２０

（注）金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。
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リスク管理債権・金融再生法開示債権の状況

■ リスク管理債権及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

当組合の金融再生法における開示債権は８２３百万円でありますが、５９７百万円は担保・保証等で保全
されております。担保・保証等で保全されていない２２６百万円に対しても、１４１百万円の貸倒引当金を
計上しております。開示債権に対する保全率は８９．７％であり将来のリスクに備えております。

（単位：百万円、％）

区 分 債権額

（Ａ）

担保・保証等

（Ｂ）

貸倒引当金

（Ｃ）

保全額
（Ｄ）＝
（Ｂ）＋（Ｃ）

保全率

（Ｄ）／（Ａ）

貸倒引当金
引当率

（Ｃ）／（Ａ－Ｂ）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

令和２年度 １０９ ４８ ６０ １０９ １００．０ １００．０

令和３年度 ５９ ２２ ３７ ５９ １００．０ １００．０

危 険 債 権
令和２年度 ５７０ ４６８ １００ ５６９ ９９．８ ９９．０

令和３年度 ６１６ ５０９ １０１ ６１０ ９９．０ ９４．７

要 管 理 債 権
令和２年度 １６６ ７７ ４ ８１ ４９．０ ５．２

令和３年度 １４８ ６６ ２ ６９ ４６．６ ３．４

三月以上延滞債権
令和２年度 － － － － － －

令和３年度 － － － － － －

貸出条件緩和債権
令和２年度 １６６ ７７ ４ ８１ ４９．０ ５．２

令和３年度 １４８ ６６ ２ ６９ ４６．６ ３．４

小 計
令和２年度 ８４６ ５９４ １６５ ７６０ ８９．８ ６５．８

令和３年度 ８２３ ５９７ １４１ ７３９ ８９．７ ６２．５

正 常 債 権
令和２年度 ９，８８２

令和３年度 １０，２１５

合 計
令和２年度 １０，７２９

令和３年度 １１，０３９

（注）１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経

営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の

元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権（１に掲げるものを除く。）です。

３．「要管理債権」とは、「三月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金です。

４．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金（１及び２に掲げ

るものを除く。）です。

５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶

予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金（１、２及び４に掲げるものを除く。）です。

６．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権（１、２及び３に掲げるものを除く。）です。

７．「担保・保証額」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合

計額です。

８．「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。

９．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」

中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券

の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金

並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券

（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。

１０．「金額は決算後（償却後）の計数です。
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金沢市93.2%
20,021百万円

かほく市・河北郡2.7%
583百万円

白山市1.8%
383百万円

野々市市0.8%
168百万円

その他1.5%
323百万円

かほく市・河北郡4.7%
512百万円

野々市市3.7%
399百万円

白山市1.5%
157百万円

その他0.1%
12百万円

金沢市90.0%
9,773百万円

Ⅰ 地域に貢献する信用組合の経営姿勢

Ⅱ 預金を通じた地域貢献

Ⅲ 融資を通じた地域貢献

Ⅳ お取引先への支援状況、及び地域の活性化のための取組状況等

地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献献にににににににににににににににににににににににににににににににに関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項項

当組合は、金沢市の武蔵ヶ辻近江町地区・駅西地区・大野地区に店舗を配置し、石川県内において
事業を営む食料品取扱業者、勤労者、その他の協同組織、及び金沢市・白山市・野々市市・かほく市・
河北郡の中小規模の事業者、勤労者、その他の協同組織、住民が組合員となって、お互いに助け合い、
発展していくという相互扶助の基本理念に基づき運営されている協同組合組織金融機関です。
中小零細事業者や勤労者、その家族、住民など一人ひとりの顔が見える取引、すべてに手の届くキ

メ細かな取引をモットーにしており、常にお客様（組合員）の事業の発展や生活の質の向上に貢献す
るため、組合員の利益を第一に考えることを活動の基本としております。
また、地域社会の一員として、組合の経営資源を活用し、地域社会の生活の質の向上や文化の向上

に積極的に取組んでおります。

○預金の状況
当組合は、個人１３０億円、法人（個人以外）８４
億円のご利用をいただいております。

○預金の地区別状況
当組合の預金は、金沢市を中心とする地域の皆

様からの預金で占めております。

○特別金利等の定期預金の取扱い
当組合では、お客さまのニーズなどに合わせて期間限

定の特別金利の定期預金や懸賞金付き定期預金などを取り扱っており、ご好評いただいております。

○貸出金の利用状況
当組合は、個人向け融資２３億円、事業性融資８４
億円のご利用をいただいております。

○貸出金使途の利用状況
当組合は、設備資金４８億円、運転資金５９億円の
ご利用をいただいております。

○貸出金地区別の利用状況
当組合の貸出金は、金沢市を中心とする地域の

皆様からご利用頂いております。
また、各地域の特徴・特性にあわせたローン「近江町市場商店街活性化ローン」、「大野町商工振
興会活性化ローン」や「経営者支援ローン」など、ご利用いただき易いよう商品を提供し、地域の
活性化に取り組んでおります。

○地方自治体の制度融資の利用状況
当組合は、石川県や金沢市の中小企業向け制度融資の取扱窓口に指定されており、令和３年度は、

石川県制度融資１３件１億６５百万円、金沢市制度融資４件２０百万円のご利用をいただいております。

○住宅ローン・消費者ローンの利用状況
当組合は、組合員の皆様に、より豊かな暮らしづくりのお手伝いとなるよう住宅ローンや各種消

費者ローンのご融資を行っており、住宅ローン１４億１百万円、消費者ローン２億９５百万円のご利用
をいただいております。

○経営改善支援
当組合では、取引先に対するコンサルタント機能を発揮するうえで最も重要なことは、お客様と

の信頼関係を築くことであると考え、定期的かつ継続した訪問活動等によりお客様との親密な関係
を築くことに重点を置き活動しています。
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Ⅴ 地域サービスの充実

こうした活動を通じてお客様の経営実態を把握し、抱えておられる経営課題等の相談に親身に
なって対応できるよう心がけています。
さらに、経営支援部・審査管理部と各営業店が連携し経営改善計画策定の支援と金融の円滑化に

努めています。また、TKC全国会と提携し認定経営革新等支援機関である公認会計士事務所との
連携も行っております。

○創業支援
商工組合中央金庫及び日本政策金融公庫との業務提携・協力の枠組みへ参加し創業支援を行って

おります。

○成長基盤強化・支援への取組み
当組合では、地域の振興・活性化のための取組みを行っておりますが、さらに、日本銀行による

「貸出支援基金の運営として行われる成長基盤強化を支援するための資金供給制度」の趣旨に基づ
き、地域の中小零細事業者様の成長基盤強化支援を図るよう取り組んでおります。

○地域振興・活性化への取組み
地域の振興・活性化のための保証・担保に過度に依存しない事業者ローンの取扱いを行っています。

○北陸税理士会と中小企業支援での連携について
当組合は、北陸税理士会の石川県内５支部と中小企業支援のための業務協力に関する連携協定を

締結しており当組合と北陸税理士会は相互に連携して、中小企業の育成ならびに事業承継、経営相
談等、より一層の支援を行ってまいります。

○他の金融機関等との連携について
当組合は、他の金融機関や信用保証協会等と緊密な連携を図る必要が生じたときは守秘義務に留

意しつつお客様の同意を得たうえで、情報の確認・照会を行うなど地域金融の円滑化に努めてまい
ります。

○「しんくみ食のビジネスマッチング展」への参加・サポートの実施
信用組合業界では、各地域のお客様を結ぶ「しんくみ食のビジネスマッチング展」を実施し、全国
の味自慢の特色ある事業者が出店し全国のバイヤー等に商品のPRや商談を行う場を提供しています。
当組合においてもお客様にご案内し、参加のサポートを行っております。

○キャッシュカードサービス
当組合のキャッシュカードは、全国の信用組合、銀行、郵便局やコンビニエンス・ストアの ATM

で利用可能であり、さらに『しんくみお得ネット』では、提携する信用組合の ATMで指定の時間
内であれば、お引出し手数料を支払うことなく現金の引出しが可能です。
また、ATM利用手数料（振込手数料は除く）が戻ってくる「キャッシュバックサービス」も行っ

ております。

○法人向けインターネットバンキングサービスの取扱い
事業所のパソコンからインターネットを通じて預金口座の「残高確認」「入出金明細の照会」「お

振込・振替」「データ伝送サービス（総合・給与振込）」等のお手続きがご来店いただかずに行える
法人向けインターネットバンキングサービス「ちゅうしんネットバンキング」の取扱いを令和３年
１２月より開始いたしました。
インターネットに接続可能なパソコンをお持ちの法人および個人事業主の方が対象で、お客様の

事務効率化が図れるサービスです。

○全国の信用組合で通帳記帳が可能
当組合では、全国の信用組合の ATM（一部の信用組合を除きます）で普通預金の通帳記帳が相

互に可能な「信用組合 ATM相互記帳提携」を平成２９年１１月より開始し、お客様の利便性向上に努
めています。

○年金受給者への訪問活動等
当組合で年金をお受け取りになられている方々へお誕生月にささやかなお

祝いの品をお渡ししております。
また、２００万円を上限として店頭金利より０．０８％金利を上乗せした「ちゅ

うしん年金定期とくとく」の取り扱いを行っております。

○情報提供活動
当組合では、隔月発行のいきいきライフを応援するしんくみ情報誌「ボン

ビバーン」を店頭等でお配りしております。
また、インターネットのホームページを開設し各種情報を発信しております。
（ホームページアドレス https : //www.kanazawachuo.shinkumi.jp/)
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Ⅵ 文化的・社会的貢献に関する活動

○地域行事への参加
当組合では、各店地域の交流を進めるとともに、地域ぐるみ

の諸行事等に積極的に協賛・参加して、ふれあいの輪を広げて
おります。
また、店舗のロビーをお客様の交流の場と位置付け、地域の

方々へ開放し各種展覧会等で利用いただいております。

○「近江町市場」開設３００年事業への協力
当組合では、創業の地である「近江町市場」の開設３００年にともなう記
念事業に協力しており、毎月第３金曜日に開催される「近江町市場 市民
感謝デー」では、当組合にて「しんくみ相続信託相談会」を実施しており
ます。

○クレジットカードでの社会貢献
当組合では、信用組合と㈱オリエントコーポレーションが提携し共

同開発した社会貢献型クレジットカード「しんくみピーターパンカー
ド」の取扱いを行っております。このクレジットカードでショッピン
グ等にご利用されたご利用額の０．５％が地域のチャリティ関連諸団体
やロンドンの「グレート・オーモンド・ストリート病院こどもチャリ
ティ」等に寄付されます。
寄付された資金は、難病や障害と闘っている子どもたちへの健

全な育成活動に役立てられています。（お客様は、カードをご利
用になるだけでご負担はありません）
また、当地域では、令和４年２月２２日「石川県肢体不自由児協
会」へ寄付させていただきました。

○「認知症サポーター認定所」
職員が「認知症サポーター養成講座」を受講し認知症について

の知識や理解を深めています。
また、当組合では、「認知症サポーター認定所」に登録され、地域で
生活する高齢者が、認知症という病気になっても住み慣れた地域で安心
して生活できるよう貢献してまいります。

○「しんくみの日」の活動
９月３日を「しんくみの日」、９月１日～７日を「しんくみの日週間」と定め、全国の信用組合

が日ごろの感謝を込めたさまざまなイベントや奉仕活動を実施しています。
当組合では、本活動に合わせて９月１日に「近江町市場」と「金沢中央市場通り商店街」周辺に

おいて役職員が参加して清掃を行いました。
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Ⅶ 新型コロナウイルス感染症への取組み

○特殊詐欺被害の未然防止活動
特殊詐欺被害を防止するため、ATMからの取引に一部制限を設けています。ご不便をお掛けい
たしますが、被害防止活動の一環でありご理解とご協力をお願いいたします。

令和２年１月の国内発生以降、全国に広がっている新型コロナウイルス感染症は、金沢市でも複数
回に亘りまん延等防止措置区域に指定されるなど、未だ終息が見えない状況が続いておりますが、当
組合においてもさまざまな感染防止・予防への取組みを継続し、組合員の皆さまへの経営支援等に積
極的に対応しております。

○感染防止・予防への取組み
役職員の健康管理、マスクの着用、手の消毒・手洗

い・うがいの徹底、店内の定期的な消毒作業を実施し
ており、窓口カウンターや応接室においてはアクリル
パネル等を設置し、飛沫防止対策に努めております。
また、職員のワクチン接種割合は２回接種で１００％、

３回接種で約９０％の状況でありますが、感染防止・予
防には今後も細心の注意を払ってまいります。

○資金繰り支援の取組み
当組合では、「新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口を設置し、組合員の皆さまからのご
融資やご返済等、資金繰りに関するご相談に対応し、資金繰り等に重大な支障が生じないよう業況
把握等に努めています。
なお、迅速な資金繰り支援を行うため、積極的なつなぎ融資や日本政策金融公庫と連携し小規模

事業者の資金繰り支援を行っています。

○支援制度への取組み
令和３年４月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・

時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が５０％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆
様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組みを支援する制度（月次支援制
度）において、当組合では、登録確認機関として申請や手続きのサポートを行い、ご利用いただき
ました。

「経営者保証に関するガイドライン」への対応について

当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお
借入れや、保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対応する態勢を整備しています。経営者保証の必
要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等の状況を把握
し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。また、
どのような改善を図れば経営者保証の解除の可能性が高まるかなどを具体的に説明し、経営改善支援
を行っています。

【「経営者保証に関するガイドライン」の取り組み状況】
令和 ２ 年度 令和 ３ 年度

新規に無保証で融資した件数 ４６件 ３４件
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 ８．８６％ ８．８１％
保証契約を解除した件数 ７件 ８件

経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成
立件数（当組合をメイン金融機関として実施したものに限る）

０件 ０件

取引の制限を受ける方 年齢７０歳以上で、過去３６か月以上カード振込が未利用の方

制限の内容 ATMを利用したカード振込の振込限度額を１千円とします
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Ⅰ 概 要

名 称 東京弁護士会
紛争解決センター

第一東京弁護士会
仲裁センター

第二東京弁護士会
仲裁センター

住 所 〒１００－００１３
東京都千代田区霞ヶ関１－１－３

〒１００－００１３
東京都千代田区霞ヶ関１－１－３

〒１００－００１３
東京都千代田区霞ヶ関１－１－３

電 話 ０３－３５８１－００３１ ０３－３５９５－８５８８ ０３－３５８１－２２４９

受付日
時 間

月～金（除 祝日、年末年始）
９：３０～１２：００、１３：００～１５：００

月～金（除 祝日、年末年始）
１０：００～１２：００、１３：００～１６：００

月～金（除 祝日、年末年始）
９：３０～１２：００、１３：００～１７：００

名 称 生命保険相談所
(一般社団法人生命保険協会）

そんぽ ADRセンター
(一般社団法人日本損害保険協会）

住 所 〒１００－０００５
東京都千代田区丸の内３－４－１

〒１０１－８３３５
東京都千代田区神田淡路町２－９

電 話 ０３－３２８６－２６４８ ０５７０－０２２－８０８

受付日
時 間

月～金（祝・休日、年末年始除く）
９：１５～１７：００

月～金（祝・休日、年末年始除く）
９：１５～１７：００

苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

当組合では、お客様により一層のご満足をいただけるよう、お取引に係る苦情等を受付けておりま
すので、お取引先店舗または総務部までお気軽にお申し出ください。
＊苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・要望・苦情・紛争のいずれかに該当するも
の及びこれらに準ずるものをいいます。

【金沢中央信用組合 総務部】
住 所： 〒９２０－０９０５ 石川県金沢市上近江町１５番地
電話番号： ０ ７ ６－２ ６ １－７ １ １ １
受付時間： ９：００～１６：３０

月曜日～金曜日（祝日及び組合の休業日は除く）

▼
苦情等のお申し出は当組合のほか、しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受け付けています

（詳しくは、当組合総務部へご相談ください）。

【しんくみ相談所（一般社団法人 全国信用組合中央協会）】
住 所： 〒１０４－００３１ 東京都中央区京橋１－９－５
電話番号： ０ ３－３ ５ ６ ７－２ ４ ５ ６
受付時間： ９：００～１７：００

月曜日～金曜日（祝日及び協会の休業日を除く）

相談所は、公平・中立な立場でお申し出を伺い、お申し出のお客様の了解を得たうえ、
当該の信用組合に対し迅速な解決を要請します。

▼
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決

を図ることも可能ですので、当組合総務部またはしんくみ相談所へお申し出ください。
また、お客様が直接、仲裁センター等へ申し出ることも可能です。
なお、仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたう

えで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。
① 移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。

例えば、金沢弁護士会の仲裁センターに事件を移管し、以後、当該弁護士会の仲裁センター
で手続を進めることができます。

② 現地調停：東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を
結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当る。
例えば、お客様は、金沢弁護士会の仲裁センターにお越しいただき、当該弁護士会の斡旋
人とは面談で、東京の弁護士会の斡旋人とはテレビ会議システム等を通じてお話しいただ
くことにより、手続を進めることができます。

＊移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳でありませんのでご注意ください。具体的内容

は仲裁センター等にご照会ください。
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Ⅱ 内部管理態勢

当組合は、お客様からのお申出について、以下のとおり金融 ADR制度も踏まえ、内部管理態勢等
を整備して迅速・公平・適切な対応を図り、もって当組合に対するお客様の信頼の向上に努めます。

１．お客様からの苦情等については、本支店または総務部で受け付けます。

２．お申し出いただいた苦情等は、事情・事実関係を調査するとともに、必要に応じ関係部署との連
携を図り、公正・迅速・誠実に対応し、解決に努めます。

３．苦情等の受付・対応に当たっては、個人情報保護に関する法律やガイドライン等に沿い、適切に
取り扱いいたします。

４．お客様からの苦情等のお申し出は、しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受け付けていま
すので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介し、その標準的な手続等の情報を提供します。

５．紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することが出来ます。その
際は、しんくみ相談所の規則等を遵守し解決に取組みます。

６．顧客サポート等に係る情報の集約、苦情等に対する対応の進捗状況および処理指示については、
総務部が一元的に管理します。

７．反社会的勢力による苦情等を装った圧力に対しては、規程等に基づき、必要に応じ警察等関係機
関との連携をとった上、断固たる対応をとります。

８．苦情等に対応するため、研修等により関連規程等に基づき業務が運営されるよう、組合内に周知・
徹底を図ります。

９．苦情等の内容について分析し、調査を行った苦情等の発生原因を把握した上、苦情等の再発防止、
未然防止に向けた取組みを不断に行います。
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■ 総代会の役割

信用組合は、組合員の相互扶助の精神を
基本理念に金融活動を通じて経済的地位の
向上を図ることを目的とした協同組合組織
金融機関です。また、信用組合には、組合
員の総意により組合の意思を決定する機関
である「総会」が設けられており、組合員
は出資口数に関係なく、一人一票の議決権
及び選挙権を持ち、総会を通じて信用組合
の経営等に参加することができます。
しかし、当組合では組合員数が多く、総

会の開催が困難なため、中小企業等協同組
合法及び定款の定めるところにより「総代
会」を設置しています。
総代会は、総会と同様に組合員一人ひと

りの意思が信用組合の経営に反映されるよ
う、組合員の中から適正な手続きにより選
挙された総代により運営されています。
また、総代会は、当組合の最高意思決定

機関であり、決算や事業活動等の報告が行われるとともに、剰余金処分、事業計画の承認、定款変更、
理事・監事の選任など、当組合の重要事項に関する審議、決議が行なわれます。
総代は、組合員の代表として、総代会を通じて組合員の信用組合に対する意見や要望を信用組合経

営に反映させる重要な役割を担っています。

■ 総代の選出方法、任期、定数

総代は、総代会での意思決定が広く組合

員の意思を反映し適切に行われるよう、組

合員の幅広い層の中から、定款及び総代選

挙規約に基づき、公正な手続きを経て選出

されます。

�１ 総代の選出方法

総代は組合員であることが前提条件で

あり、総代選挙規約等に則り、公平に選

挙を行い選出されます。

なお、総代候補者（立候補者（推薦を

含む））の数が総代定数を超えない場合

は、その候補者（立候補者（推薦を含む））

を当選者として投票は行っておりませ

ん。

�２ 総代の任期

総代の任期は３年となっております。

�３ 総代の定数

総代の定数は、１００名以上１９０名以内です。

総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総 代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

《総代選挙までの手続き》



－２３－

製造業

飲食店

卸・小売業

建設業

製造業
11％ 卸・小売業

69％

建設業
5％

飲食店
3％

その他
6％

サービス業
6％

サービス業

その他

個人
22％

個人事業主
15％

法人役員
63％

個人

個人事業主

法人役員

30代以下

40代

50代

60代

70代

30代以下
0％ 40代

1％

50代
23％

60代
28％

70代
36％

80代以上
12％

80代以上

《総代の属性別構成比》

【年齢別】 【職業別】 【業種別】

■ 第９８期定時総代会のご報告

「第９８期定時総代会」は令和４年６月２３日午後６時

半より、近江町市場商店街振興組合消費者会館３階

ホールにて開催され、下記の事項が付議され、議案の

説明・審議を経て満場異議なく全議案が可決・承認さ

れました。

＜報告事項＞ 第９８期事業報告、貸借対照表および損益計算書報告の件

＜決議事項＞ 第１号議案 剰余金処分（案）承認の件

第２号議案 第９９期事業計画および収支予算（案）承認の件

第３号議案 任期満了に伴う理事・監事改選の件

第４号議案 退任役員に対する退職慰労金贈呈の件

■ 総代のご紹介

（総代定員１９０名中 １１１名）令和４年６月２３日現在 （敬称略）

【金沢市】
９６名

安宅 雅夫⑪ 荒井 �男⑪ 池内 孝輔⑧ 石田 順一⑥ 石田 武⑪ 上農 俊洋③
上村 正③ 後 外志広⑦ 江口 弘泰② 大浦 政昭⑪ 大澤 一嘉⑦ 大谷 康史①
大友 伸司② 大西 登② 桶川 治秀① 柿木 茂② 柿木 良一⑪ 片山 明浩②
片山 茂① 紙谷 一成③ 神田 晃治③ 北 久三男③ 北 惠子③ 北川 紀吉②
木戸 義治⑧ 玄田 学⑥ 越村 勝行⑪ 越村 収一③ 越村 巧① 小寺 賢一③
齊田 隆⑧ 坂本 実⑪ 佐々木信明⑦ 塩川 英広⑪ 子甫 和夫⑦ 島田 弘⑪
下出 雅之② 新保 健司① 新保 茂樹② 杉本 雅宏⑪ 全屋 裕幸④ �山 真①
忠村 健司⑧ 辰村 剛② 田中 邦弘② � 幸三② 津田 宏③ 出口 力③
徳田 賢一⑦ 中浦 恭正① 中田 昭雄③ 西 正男⑦ 西村 克秀③ 則竹 良雄④
広村 毅一⑦ 藤井 勇⑪ 二永 純宏⑦ 本田 法生⑦ 牧 友喜雄② 松岡 誠介①
松川 治彦⑧ 松任 紀夫⑧ 松本 利勝① 松本 久典④ 松本 雅之⑧ 水野 市郎④
宮村 宏志⑦ 村端 一男② 安田 恒夫③ 山� 良則② 山口 孝④ 山下 謙一②
山本 哲夫③ 柚木 陽一③ 横井 良治③ 横町 博一⑥ 吉川 進⑤ 吉田 一幸②
吉村 一②
荒井 一夫⑥ 粟森 長八⑥ 石田 孝直① 金子 忠充⑥ 越本 稔⑥ 紺田 健司⑥
笹田 裕明⑥ 銭谷 譲一① 忠村 光宏⑥ 田中 義信⑥ 直江 茂行⑥ 西口 秀夫⑥
早川 洸⑥ 番井 吉一① 宮下 清⑥ 三好 研一⑥ 森 隆⑥

【白山市】
３名

倉田 保秀④ 松田 雅典① 松村 邦寛⑨

【かほく市・河北郡】
９名

飯田 修⑧ 伊藤 幸男⑧ 大窪 勉① 川邉 俊彦① 下村 秀幸⑤ 根布長 博⑪
野村 幸司③ 平村 敏一⑪ 三宅雄之介③

【野々市市】
３名

田村 吉男① 野口 佳夫③ 松岡 暢也②

（注）氏名の後に就任回数を記載しております。

※「業種別」は法人役員、
個人事業主に限る。
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（単位：千円）

区 分 当期中の報酬支払額 総会等で定められた報酬限度額

理 事 １９，５２０ ３０，０００

監 事 １，５４９ ６，０００

合 計 ２１，０６９ ３６，０００

（注）１．上記は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第１５条別紙様式４号「附属明細書」における役員に対する報酬です。

２．支払人数は、理事１４名、監事３名です。

役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等のののののののののののののののののののののののののののののののの報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系

■ 対象役員

当組合では、理事全員及び監事全員（非常勤を含む）の報酬体系を開示しております。対象役員に対

する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価

として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。

１．報酬体系の概要

【基本報酬】

非常勤を含む全役員の基本報酬につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞ

れの支払総額の最高限度額を決定しております。

各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を勘案し、当組合の理事会において決定し

ております。また、各監事の基本報酬額につきましては、監事の協議により決定しております。

【退職慰労金】

退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、

支払っております。

２．役員に対する報酬

３．その他

「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第６９条第１項第６号等の規定に基づき、報酬等に

関する事項であって、信用協同組合等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして

金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成２４年３月２９日付金融庁告示第２３号）第３条第１項

第３号及び第５号に該当する事項はありません。

■ 対象職員等

当組合における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当組合の非常勤役員及び職員であって、

対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当組合の業務及び財産の状況に重要

な影響を与える者をいいます。

なお、令和３年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

（注）１．対象職員等には、期中に退任・退職したものを含めております。

２．「同等額」は、令和３年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。

３．当組合の職員の給与、賞与及び退職金は当組合における「給与規程」及び「職員退職給与規程」に基づき支払っており

ます。

なお、当組合は、非営利・相互扶助の協同組合組織の金融機関であり、業績連動型の報酬体系を取り入れた自組合の利

益を上げることに動機づけられた報酬となっていないため、職員が過度なリスクテイクを引き起こす報酬体系ではありま

せん。
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総 代 会

常
勤
会

監 事

営 業 店

総 務 部 業 務 部 審査管理部 経営支援部 事務統括部

理 事 会

理 事 長

常 勤 理 事

監 査 室

本 店 営 業 部 市 場 支 店 大 野 営 業 部

事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事 業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業 のののののののののののののののののののののののののののののののの 組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組 織織織織織織織織織織織織織織織織織織織織織織織織織織織織織織織織

組織図

役員一覧

理 事 長／山 口 孝 理 事／川 邉 俊 彦 （※）

常勤理事／佐々木 信 明 理 事／荒 井 亮 介 （※）

常勤理事／徳 田 賢 一 理 事／鵜 飼 修 司 （※）

常勤理事／田 村 吉 男 理 事／大 西 信 哉 （※）

理 事／横 町 博 一 （※） 理 事／直 江 茂 行 （※）

理 事／坂 本 実 （※） 常勤監事／別 宗 博 道

理 事／塩 川 英 広 （※） 監 事／池 内 孝 輔

理 事／平 村 敏 一 （※） 員外監事／池 水 龍 一

（令和４年６月２３日現在）

※ 当組合は、職員出身者以外の理事９名（※印）の経営参画により、ガバナンスの向上や組合員

の意見の多面的な反映に努めています。

会計監査人の氏名又は名称

太陽有限責任監査法人（令和４年６月末現在）
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金沢港

大野町

粟ヶ崎

金沢東IC

金沢西IC

金沢

七ツ屋

石川県庁

西部緑地公園

西金沢

金沢市役所

新西金沢 西泉
野町

香林坊

片町
兼六園

卯辰山公園

北陸自動車道
山側環状線

大野町

粟ヶ崎

蚊爪

北間

大河橋

三ツ屋

三口

割出

森本

磯部

金沢東IC

金沢西IC

金沢

東金沢

西念

上諸江

七ツ屋

石川県庁

西部緑地公園

西金沢

金沢市役所

新西金沢 西泉
野町

武蔵

香林坊

片町

金沢城跡金沢城跡

兼六園

卯辰山公園

北陸自動車道
山側環状線

8 8

大野営業部大野営業部

本店営業部本店営業部市場支店市場支店

店舗一覧（自動機器設置状況）（令和４年６月現在）

店 舗 名 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号 ATM数

本 店 ９２０－０９０５ 金沢市上近江町１５番地 ０７６－２６１－７１１１ １台

市 場 支 店 ９２０－００２４ 金沢市西念４丁目７番１号 ０７６－２６３－２２０１ １台

大 野 営 業 部 ９２０－０３３１ 金沢市大野町４丁目１６３番地 ０７６－２６７－１１７５ １台

○すべての店舗に「コミュニケーションボード」及び「筆談ボード」を設置しています。
当組合では、バリアフリーを推進する観点から、「コミュ

ニケーションボード」及び「筆談ボード」を全店に設置いた
しました。「コミュニケーションボード」は、聴覚障がい者
など話し言葉や文字によるコミュニケーションに不安を感じ
ていらっしゃるお客さまと手続き内容等について円滑に意思
疎通を図るためのツールとしてお客さま及び当組合双方で利
用していくものです。
また、伝わりにくい言葉を正確に伝える手段として「筆談

ボード」も併せて全営業店の店内に設置しています。

○すべてのATMが「視覚障がい者」や「ご高齢者」に配慮したATMです。
当組合では、地域社会への貢献の一環として、目の不自由な方でも ATMをご利用いただけるよう、

「視覚障がい者対応 ATM」の設置を全店で設置しております。
また、このATMでは、ご高齢者にとっても使い易いように「かんたん操作モード」を搭載しています。

�
�
�
�

【視覚障がい者対応 ATM】
音声ガイダンスに従いながら、ATM画面の周りに取り付けした凸状の

「触覚記号」から、指を操作画面上の操作キーに滑らせ、操作します。

�
�
�
�
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地 区 対 象 者

石 川 県 全 域 食料品取扱業者及びこれに関連する事業者、勤労者、その他の協同組織

金沢市・かほく市・
野々市市・白山市・
河北郡

地区内に住所または居所を有する方及び中小規模の事業者、勤労者、その他
の協同組織

地区一覧

当組合は下記の地区を営業エリアとしています。

当組合のあゆみ

大正１３年２月 産業組合法による金沢水産信用購買利用組合として設立
昭和２５年２月 中小企業等協同組合法により金沢水産信用組合に改組
昭和４１年７月 金沢中央市場信用組合に改称

金沢中央卸売市場に市場支店を開設し、２店舗となる
昭和４３年１１月 本店を金沢市上近江町１５番地に新築
昭和５０年７月 金沢中央信用組合に改称、現在に至る
昭和５６年９月 勘定系バッチシステム稼働
昭和５９年６月 普通預金等一部勘定系のオンラインシステム稼働
平成２年５月 総合オンラインシステム稼働
平成７年２月 しんくみ全国共同センター（SKC）に加盟
平成１２年３月 全店に ATM（現金自動受払機）設置
平成１２年４月 郵貯CDオンライン提携開始
平成１３年４月 業務対象を業域から一部地域へ変更

デビットカードサービスの開始
平成１４年１月 不動信用組合の事業譲り受け
平成１４年１０月 しんくみお得ネットサービス（信用組合 ATM利用料相互無料サービス）提携開始
平成１６年５月 アイワイバンク銀行（現セブン銀行）ATM利用提携開始
平成１７年３月 大野信用組合と合併し、３店舗となる
平成１７年４月 火災保険の窓販取扱開始
平成１８年１月 ATM相互入金提携開始
平成２０年６月 自動車保険の媒介業務開始
平成２０年９月 イオン銀行 ATM利用提携開始
平成２１年９月 新型 ATM導入開始
平成２３年１１月 個人年金保険「しんくみMy年金 Best」の窓販取扱開始
平成２４年１０月 標準傷害保険「しんくみホッとプラン」の窓販取扱開始
平成２５年２月 でんさいネットサービスの取扱開始
平成２６年６月 個人年金保険「＆LIFE（アンドライフ）」の窓販取扱開始

ビューカード ATM利用提携開始
平成２７年２月 個人医療保険「＆LIFE（アンドライフ）新医療保険Ａ」の窓販取扱開始
平成２９年４月 データ振込サービス開始
平成２９年７月 個人型確定拠出年金（iDeCo）の取扱開始
平成２９年８月 大野営業部リニューアルし業務開始
平成２９年１１月 信用組合 ATM通帳相互記帳提携開始
平成３０年６月 「しんくみ相続信託」の取扱開始
令和３年１２月 「≪ちゅうしん≫ビジネスネットバンキング」の取扱開始

当組合は水産物卸・小売業者を対象とした金融機関として設立され、業界繁栄の一翼を担ってまいり
ました。更に現在の金沢中央信用組合に名称変更を機に、取引先組合員を食品流通業全般へ枠を拡げ、
平成１３年度からは、金沢市・かほく市・白山市・野々市市・河北郡を拠点とした地域も業務の対象とし
ました。また、平成１７年３月に大野信用組合との合併を行い、今後も組合員の経済的地位の向上に資す
ると共に地域社会の発展に役立つことを目的としてまいります。
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預金業務

融資業務

●個人ローン

種 類 内 容 預入期間 お預け入れ額

総合口座
普通預金と定期預金を１冊の通帳にまとめ、その定期預
金を担保にして自動借入れ（当座貸越）ができる便利な
口座です。

出し入れ自由 １円以上

普通預金 給与・年金・配当金の自動受取や公共料金の自動支払等
お財布がわりにご利用いただけます。 出し入れ自由 １円以上

無利息型普通預金 利息の付かない普通預金で、平成１７年４月以降のペイオフ
解禁後も預金保険制度により全額保護の対象になります。 出し入れ自由 １円以上

納税準備預金 納税資金を計画的に準備していただく預金です。 入金は、自由
引き出しは納税時 １円以上

当座預金 会社や商店の決済用口座です。商取引のお支払に小切手
をご利用いただけますので安全で効率的です。 出し入れ自由 １円以上

通知預金 まとまった資金の短期間の運用に最適です。 ７日以上 １，０００円以上

大口定期預金 １，０００万円以上のまとまった資金の運用に最適です。 １か月以上
５年以内 １，０００万円以上

スーパー定期預金 余裕資金の運用に最適です。お預入れ時の金利は満期ま
で変わりません。

１か月以上
５年以内 １００円以上

変動金利定期預金 ６か月ごとに適用金利が変動する定期預金です。 １年以上
３年以内 １００円以上

期日指定定期預金 １年の据置期間経過後は、１か月前のご連絡でいつでも
お引き出しいただけます。

３年以内
（１年据置）

１００円以上
３００万円以内

積立定期預金 目的に合わせて積立てる預金です。
・１５年以内の満
期日指定型
・エンドレス型

１００円以上

定期積金 教育・住宅の増改築など、目標に合わせて計画的な資金
づくりにご利用いただけます。

６か月以上
５年以内 １，０００円以上

種 類 内 容 ご融資金額 ご返済期間

フリーローン
暮らしの中のあらゆる資金としてご利用いただけます
（ただし、事業性資金は除きます）。

＜保証会社＞ 全国しんくみ保証㈱
３００万円以下 ７年以内

フリーローン・
チョイス

お使い道が自由なのであらゆる資金としてご利用いただ
けます（ただし、事業性資金は除きます）。
なお、保証会社の審査により、４段階の金利が適用されます。

＜保証会社＞ 全国しんくみ保証㈱

１，０００万円以下 １０年以内

スピードローン
最短６０分で審査回答いたします。
お使い道が自由で簡単な手続きでお申込みいただけます。

＜保証会社＞ ㈱クレディセゾン
５００万円以下 １０年以内

フリーローン・
ビッグ

お使い道が自由なので借り換えも含めあらゆる資金とし
てご利用いただけます（ただし、事業性資金は除きます）。
なお、保証会社の審査により、５段階の金利が適用されます。

＜保証会社＞ オリックス・クレジット㈱

５００万円以下 １０年以内

カードローン・ス
テップ／ジャンプ

あらゆる資金にご利用可能で、カードを使用しATMよ
りご利用限度額内なら繰り返しご利用いただけます（た
だし、事業性資金は除きます）。

＜保証会社＞ 全国しんくみ保証㈱

２０万円
～１００万円
（ステップ）

５０万円
～３００万円
（ジャンプ）

３年自動更新

カードローン・プ
ラチナ

お使いみち自由で、カードを使用しATMよりご利用限
度額内なら繰り返しご利用いただけます（ただし、事業
性資金は除きます）。

３０万円、５０万円
７０万円、１００万円

目的ローン
ご旅行、家電製品購入資金、結婚資金等目的に応じてご
利用いただけます。

＜保証会社＞ 全国しんくみ保証㈱
１，０００万円以下 １０年以内

目的ローン・プラ
チナ

自動車購入資金・教育関連資金・ブライダル関連資金・
リフォーム資金等目的に応じてご利用いただけます。 ３００万円以下 ７年以内

カーライフローン
自動車の購入のほか、車検・修理・免許取得の費用にも
ご利用いただけます。

＜保証会社＞ 全国しんくみ保証㈱
１，０００万円以下 １０年以内

奨学ローン
専修専門学校・短大・大学の入学金・授業料等にご利用
いただけます。

＜保証会社＞ 全国しんくみ保証㈱
１，０００万円以下 １５年以内
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●事業者ローン

各種サービス業務

種 類 内 容 ご融資金額 ご返済期間

極度型教育ローン・
チャンス

専門学校・短大・大学・大学院等の受験時から在学中の
教育資金について、極度額の範囲内であれば繰返しご利
用いただけます。

＜保証会社＞ 全国しんくみ保証㈱

５００万円以下 卒業予定月後
最長８年４か月

住宅ローン
住宅の購入および土地取得、新築、増改築、住宅ロー
ン借換資金等にご利用いただけます。

＜保証会社＞ 全国保証㈱
１億円以下 ３５年以内

リフォームローン
住宅の増改築・修繕、電化対応、バリアフリー対応等
にご利用いただけます。

＜保証会社＞ 全国しんくみ保証㈱
１，０００万円以下 １５年以内

職域提携ローン

当組合と職域優遇等に関する協定を締結した企業にお勤
めで、勤続１年以上の方がご利用いただけます。
【フリーローン】
お使い道が自由な資金としてご利用いただけます
（ただし、事業性資金は除きます）。

【目的ローン】
目的に応じてご利用いただけます。
＜保証会社＞ 全国しんくみ保証㈱

５００万円以下 １０年以内

サービス名 内 容

自動受取サービス 給料・ボーナス、各種年金、配当金等をご指定の預金口座でお受け取りいただけます。

自動支払サービス
公共料金、クレジット代金、保険料等をご指定の預金口座から自動的にお支払いい
ただけます。

キャッシュカードサービス 当組合および全国の金融機関、郵便局のATMでキャッシュカードがご利用できます。

デビットカードサービス キャッシュカードでお買物のお支払いができます。

内国為替 全国各地の金融機関と結ばれています。

法人向けインターネット
バンキングサービス

事業所のパソコンを利用して、ご契約口座の照会、振込（振替）、データ伝送（総
合、給与・賞与振込、口座振替）とその予約がご利用いただけます。

データ振込サービス
まとまったお振込みデータ（全銀ファーマット）を当組合へ一括して送信いただく
ことで、窓口への振込依頼書等の持ち込みが不要になります。

でんさいネットサービス
でんさいネットを通じて手形や売掛債権に代わる新たな金銭債権、電子記録債権「で
んさい」を活用した資金決済サービスがご利用できます。

公金・公共料金収納 国・石川県・金沢市の公金、電話・ガス・水道等の公共料金のお支払が可能です。

夜間金庫 お店の売上金などを時間外にお預けいただけます。

貸金庫 大切な財産の保管にご利用ください。

年金・税務の各種相談等 お気軽にご相談ください。

火災保険の窓販 当組合の住宅ローンご利用のお客様は、長期火災保険をご利用いただけます。

自動車保険の媒介 お客様に自動車保険の紹介を行い損害保険会社にお客様をご案内いたします。

生命保険の窓販 お客様に個人年金保険、医療保険をご案内いたします。

傷害保険の窓販
組合員ならびに組合員のご家族に標準傷害保険（しんくみホッとプラン）をご案内
いたします。

種 類 内 容 ご融資金額 ご返済期間

しんくみパート
ナーズ

個人事業主の方が対象で運転資金・設備資金としてご利
用いただけます。

＜保証会社＞ 全国しんくみ保証㈱
５００万円以下 ５年以内

しんくみビジネス
ローン

運転資金・設備資金としてご利用いただけます。
＜保証会社＞ 全国しんくみ保証㈱

個人事業主の場合
５００万円以下
法人の場合
１，０００万円以下

５年以内

近江町市場商店街
活性化ローン

近江町市場商店街振興組合の加入者（出資者）で市場内
の営業継続のための資金としてご利用いただけます。 ５００万円以下 ６年以内

経営者支援ローン
金沢市近江町地区・金沢中央卸売市場地区・金沢市大野地
区で５年以上に亘って事業を営む法人・個人事業主の方が
対象で、運転資金・設備資金としてご利用いただけます。

５００万円以下 ６年以内

北陸税理士会提携
ローン

北陸税理士会会員税理士と顧問契約を１年以上結んでい
る中小企業者の方が対象で運転資金としてご利用いただ
けます。

５００万円以下 ３年以内

一般のご融資
・割引手形
・手形貸付
・証書貸付
・当座貸越

商業手形の割引にご利用ください。
運転資金等の短期事業資金にご利用ください。
設備資金等の長期事業資金にご利用ください。
当座預金の不足の際に自動融資をご利用いただくご契約です。

地方公共団体制度
融資 地方公共団体による各種制度融資を取り扱っています。

代理貸付
各機関の取扱窓口として、各種代理貸付を取扱っています。
全国信用協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、独立行
政法人住宅金融支援機構、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構
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主な手数料のご案内（令和４年６月末現在）

●振込手数料

他金融
機 関

当組合宛

同一店内 本支店

窓 口

組合員
３万円以上 ７７０円 無 料 １１０円

３万円未満 ６０５円 無 料 １１０円

一 般
３万円以上 ７７０円 ４４０円 ４４０円

３万円未満 ６０５円 ２２０円 ２２０円

ATM
キャッシュカード
扱 い

組合員
３万円以上 ６６０円 無 料 １１０円

３万円未満 ４４０円 無 料 １１０円

一 般
３万円以上 ６６０円 ３３０円 ３３０円

３万円未満 ４４０円 １１０円 １１０円

ATM
現 金・他 金 融 機 関
キャッシュカード扱い

３万円以上 ６６０円 ３３０円 ３３０円

３万円未満 ４４０円 １１０円 １１０円

定額自動送金

組合員
３万円以上 ６６０円 無 料 １１０円

３万円未満 ４４０円 無 料 １１０円

一 般
３万円以上 ６６０円 ３３０円 ３３０円

３万円未満 ４４０円 １１０円 １１０円

デ ー タ 振 込
サ ー ビ ス

組合員
３万円以上 ６６０円 無 料 １１０円

３万円未満 ４４０円 無 料 １１０円

一 般
３万円以上 ６６０円 ３３０円 ３３０円

３万円未満 ４４０円 １１０円 １１０円

インターネットバンキング
３万円以上 ５５０円 無 料 １１０円

３万円未満 ３８５円 無 料 １１０円

●両替手数料（「全種指定払戻し」を含む）
組合員 一 般

１枚～ ５０枚 無 料 無 料

５１枚～ １００枚 無 料 ２２０円

１０１枚～ ３００枚 ２２０円 ３３０円

３０１枚～１，０００枚 ３３０円 ６６０円

１，００１枚～
１，０００枚毎に
３３０円加算

１，０００枚毎に
３３０円加算

集金の際に両替を行う場合も対象となります。

お客様が「持参された紙幣・硬貨の合計枚数」と「受け取る紙幣・硬貨の合計枚
数」のうちいずれか合計枚数の多い枚数を手数料の対象とさせていただきます。

「金種指定払戻し」とは現金の払戻しの際に金種をご指定される場合のことです。
その際のお取扱い枚数は「払戻し枚数から１万円札を除いた枚数」といたします。

お取引１回あたりの両替枚数が５０枚以下でも、定期的に両替や金種指定払出しを
される場合、月間両替枚数の累計に応じて手数料の対象とさせていただくことが
あります。

次の取引にかかる場合は無料とさせていただきます。
・記念硬貨の交換および汚損した現金の交換

●インターネットバンキング契約関係手数料

法人向けインターネットバン
キング（ハードウエアトーク
ン１本付き）

標準サービス（月額） ３，３００円

シンプルサービス（月額） ２，２００円

ハードウエアトークン追加利
用料 ２個目以降１個あたり（月額） １，１００円

●融資関連手数料

繰

上

返

済

住宅ローン

一部繰上返済手数料 ３３，０００円

全額繰上返済
手数料（当組
合で借り換え
る場合）

１００万円未満 ５，５００円

１００万円以上１，０００万
円未満 １１，０００円

１，０００万円以上 ２２，０００円

全額繰上返済手数料
（当組合での借り換え以外の場合） ３３，０００円

うち固定金利選択型
ローンで固定金利特
約期間中のもの

一部・全額繰上返済手数料 ３３，０００円

消費者ローン 一部・全額繰上返済手数料 ５，５００円

住宅・消費者ローン
以外（一般・事業性
証書貸付等）

一部繰上返済手数料 ３３，０００円

全額繰上返済
手数料（当組
合で借り換え
る場合）

１００万円未満 ５，５００円

１００万円以上１，０００万
円未満 １１，０００円

１，０００万円以上 ２２，０００円

全額繰上返済手数料
（当組合での借り換え以外の場合） ３３，０００円

変

更

固定金利選択型住宅
ローン 固定金利再選択手数料 １１，０００円

返済条件変更手数料
住宅・消費者ローン １１，０００円

住宅・消費者ローン以外 ３３，０００円

事

務

取

扱

新規貸付事務取扱手
数料 全国保証㈱保証付き ３３，０００円

不 動 産 担 保 取 扱
事務・調査手数料

新規設定
アパート・マンション関連ローン ７７，０００円

上記以外 ５５，０００円

抵当権の
変更
※１

極度変更 ３３，０００円

追加設定 ※２ ３３，０００円

一部抹消 ３３，０００円

全部抹消 無 料

そ
の
他

融資可能証明書発行手数料 ※３ １通 １１，０００円

借入専用手形用紙 １枚 ２２０円

債務保証 保証書発行手数料 ４４０円

質権設定承諾 質権設定承諾書発行手数料 ５，５００円

※１ 債務者、担保提供者より申出のものが対象です。
※２ 当初契約時より追加設定を条件としたものは除きます。
※３ 「融資可能証明書」は、組合員の方のみ発行いたします。

●その他為替手数料

給与振込手数料
当組合宛 無 料

他金融機関宛 ２２０円

送 金 手 数 料

当組合宛 ４４０円

他金融
機関宛

電信扱い ８８０円

普通扱い（送金小切手） ６６０円

代金取立手数料

当組合宛 無 料

他金融
機関宛

同一手形交換所内における手形 ４４０円

その他の地域
至急扱い ８８０円

普通扱い ６６０円

そ の 他
振込・送金組戻し料、取立手形組戻し料
不渡手形返却料、取立手形店頭呈示料

６６０円

●ATMに関する利用手数料

当組合
カード

提携信組
カード

他金融機関
カード

平日

８：００～８：４５ 無 料 １１０円 １１０円

８：４５～１８：００ 無 料 無 料 １１０円

１８：００～１９：００ 無 料 ２２０円 ２２０円

土曜日
９：００～１４：００ 無 料 無 料 １１０円

１４：００～１７：００ 無 料 ２２０円 ２２０円

日曜日・祝日 終 日 無 料 ２２０円 ２２０円

提携信組カードは、「しんくみお得ねっと」提携信用組合が発行したキャッ
シュカードです。

●その他の手数料

再発行手数料 通帳・証書、カード、
トークン等 １件 ２，２００円

取引履歴明細表発行手数料 １依頼書（１２か月単位） ５５０円

残高証明書発行手数料 ※４ １通 ５５０円

監査法人向け残高証明書発行手数料 １通 ３，３００円

貸 金 庫 ※５
（月 額） ６６０円

（年 額） ７，２６０円

夜 間 金 庫 ※６ （月 額） ４，４００円

※４ 残高証明書には「住宅借入金等特別控除用残高証明書」も含みます。
郵送の場合、別途５５０円申し受けます。

※５ 大野営業部でのみ取扱い
※６ 本店営業部でのみ取扱い

（注） 各種手数料には消費税が含まれております。

●小切手・手形関連手数料
小切手帳 １冊（５０枚） １，１００円

約束手形用紙・為替手形用紙 １枚 １１０円

自己宛小切手発行手数料 １枚 ５５０円

マル専口座取扱手数料 （割賦販売通知書 １枚） ３，３００円

マル専手形用紙 １枚 ６６０円



－３１－

第１回しんくみブランド表彰 大賞受賞！
『“しんくみ流”市場史編纂（近江町市場三百年史）』

「しんくみブランド表彰」は、純粋な社会貢献活動に留まらず、「信組本来の基本理念

を訴求した取組み」を幅広く表彰することで、国民一般に対し信組が営利を目的とせず、

相互扶助の精神のもと活動する金融機関であることをより強く印象付け、しんくみブラン

ドの浸透を図ることを目的とするものです。

当組合創業の地である「近江町市場」の開設３００年にともなう記念事業「近江町市場三

百年史」編纂に当組合から石田順一（参与）が編集長として全面協力し、５年の編集作業

期間を経て令和３年４月に発刊されました。

編纂にあたっては、互いに助け合ってきた近江町市場への恩返しと、近江町市場の歴史

は市場人の手によって編むことへの強いこだわりにより、方々を自らの足でまわる“しん

くみ流”で取材や情報・資料収集、調査を行いました。

この取材等により、大正時代に市場入口に立ち、いつしかその姿を消したという「魚市

場」の標柱が写った写真や、戦後ヤミ市と化した市場の秩序を取り戻すため正規の店に与

えられた鑑札、また、忘れ去られていた幻の市場CMソングの音源や、加賀藩前田家１７

代利建当主が市場を訪れて揮毫した屏風などの貴重な資料を発見発掘するという成果につ

ながり、地元新聞にも取り上げられコミュニティを再認識する契機となりました。

また、同氏は、市内商店街の活性化を図るイベント企画に参加協力するため、近江町市

場の歴史、地理、文化などを勉強したことをきっかけに、その後も、調査研究を継続、そ

の結果、同市場に関する豊富な知識を得ることとなり、講演や執筆活動も多数行っていま

す。

このような取り組みの中で

今回「第１回しんくみブラン

ド表彰」の大賞を受賞させて

いただいたものです。



資料編

・計数は、単位未満を切り捨てて表示いたしております。
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財務諸表

●貸借対照表
（単位：千円）

科 目 令和２年度末 令和３年度末

（資 産 の 部）

現 金 １１８，２９６ ９６，６１９

預 け 金 ８，４６１，０２１ ７，５８４，１８２

有 価 証 券 ６，３０４，８６４ ６，２８５，７６８

国 債 ７１７，２３０ ７９７，４１０

地 方 債 ２１８，４７０ ２１４，９３０

社 債 ３，１５９，９５０ ３，１５５，２４０

株 式 ２２，３００ ２２，３００

そ の 他 の 証 券 ２，１８６，９１４ ２，０９５，８８８

貸 出 金 １０，５１３，１０５ １０，８５５，８４２

割 引 手 形 ２，６６３ ３，６５０

手 形 貸 付 ６４７，３８８ ６８５，５７５

証 書 貸 付 ８，４２４，９１１ ８，２２１，８５８

当 座 貸 越 １，４３８，１４２ １，９４４，７５７

そ の 他 資 産 ２５３，３４０ ２４２，８４２

未 決 済 為 替 貸 ２７１ ５２２

全 信 組 連 出 資 金 １９６，３００ １９６，３００

前 払 費 用 １，１３９ １，１７７

未 収 収 益 ２６，５４６ ２６，５００

そ の 他 の 資 産 ２９，０８２ １８，３４２

有 形 固 定 資 産 １８０，７０９ １６３，１９２

建 物 ４０，１１７ ３２，１７６

土 地 １２７，０４３ ９７，９２７

リ ー ス 資 産 ７，６３３ ４，７２４

その他の有形固定資産 ５，９１５ ２８，３６４

無 形 固 定 資 産 ３，２９３ ７，３８４

ソ フ ト ウ ェ ア １，７０３ １，５０４

リ ー ス 資 産 － －

その他の無形固定資産 １，５８９ ５，８７９

債 務 保 証 見 返 ２０８，４１５ １７７，７６６

貸 倒 引 当 金 △ １８０，６４８ △ １６１，３７７

（うち個別貸倒引当金） （△ １６１，２２４） （△ １３８，５３５）

資 産 の 部 合 計 ２５，８６２，３９７ ２５，２５２，２２１

科 目 令和２年度末 令和３年度末

（負 債 の 部）

預 金 積 金 ２１，８２７，３７５ ２１，４７９，６３６

当 座 預 金 １，０８５，６４１ ７４０，１５２

普 通 預 金 ７，３１１，１５６ ７，７８７，５２４

通 知 預 金 ９５，０００ ９９，８１４

定 期 預 金 １２，６０９，７０６ １２，２０２，８４９

定 期 積 金 ６１９，４１７ ５２１，８００

そ の 他 預 金 １０６，４５３ １２７，４９５

借 用 金 ２，３５０，０００ ２，１５０，０００

借 入 金 －

当 座 借 越 ２，３５０，０００ ２，１５０，０００

そ の 他 負 債 ４４，０８７ ２９，３９３

未 決 済 為 替 借 ２，５９１ ２，０２７

未 払 費 用 ２０，５６６ １１，０８６

給 付 補 て ん 備 金 ２８６ １７６

未 払 法 人 税 等 ２９６ ２９６

前 受 収 益 ５，８５１ ７，０１２

払 戻 未 済 金 ４，４４６ １，７６１

リ ー ス 債 務 ７，６８３ ４，９２１

そ の 他 の 負 債 ２，３６５ ２，１１１

代 理 業 務 勘 定 ９６６ ９６４

賞 与 引 当 金 ４，４０４ ４，２１４

退 職 給 付 引 当 金 １１，６１４ １２，７１１

役 員 退 職 慰 労 引 当金 １６，４８０ １８，９８０

偶 発 損 失 引 当 金 ４６１ ２８４

睡眠預金払戻損失引当金 ２６３ １８８

繰 延 税 金 負 債 １８，５４１ ６，４８７

再評価に係る繰延税金負債 １２，１２１ １２，１２１

債 務 保 証 ２０８，４１５ １７７，７６６

負 債 の 部 合 計 ２４，４９４，７３１ ２３，８９２，７４７

（純 資 産 の 部）

出 資 金 ５５９，５７２ ５５９，８７１

普 通 出 資 金 ３５９，５７２ ３５９，８７１

優 先 出 資 金 ２００，０００ ２００，０００

資 本 剰 余 金 ２００，０００ ２００，０００

資 本 準 備 金 ２００，０００ ２００，０００

利 益 剰 余 金 ５２７，６９９ ５５０，８１１

利 益 準 備 金 １９０，３５２ １９２，３５２

そ の 他 利 益 剰 余 金 ３３７，３４６ ３５８，４５８
特 別 積 立 金 － －
当期未処分剰余金 ３３７，３４６ ３５８，４５８

組 合 員 勘 定 合 計 １，２８７，２７１ １，３１０，６８２

その他有価証券評価差額金 ４８，６１２ １７，００９

土 地 再 評 価 差 額 金 ３１，７８２ ３１，７８２

評価・換算差額等合計 ８０，３９５ ４８，７９１

純 資 産 の 部 合 計 １，３６７，６６６ １，３５９，４７４

負債及び純資産の部合計 ２５，８６２，３９７ ２５，２５２，２２１

－３３－



貸借対照表の注記事項
１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記につ
いては、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

２．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については、移動平均法による償却原
価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては、事業年度末
の市場価格に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、市場
価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理して
おります。

３．土地の再評価に関する法律（平成１０年法律第３４号）に基づき、事業用の土地の
再評価を行っております。なお、評価差額については、当該評価差額に係る税金
相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し
た金額を「土地再評価差額金」として純資産に計上しております。

再評価を行った年月日 平成１１年３月３１日
当該事業用土地の再評価前の帳簿価格 ５４百万円
当該事業用土地の再評価後の帳簿価格 ９７百万円
同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年政令第１１９号）第２条４
号に定める財産評価基本通達に基づいて、（奥行価格補正、時点修正、近
隣売買事例等による補正等）合理的な調整を行って算出しております。

４．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年
４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成２８年４月１日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 １５年～５０年 その他 ３年～８年
５．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は定額法により償却しておりま
す。なお、自社利用のソフトウェアについては、当組合内における利用可能期間
（５年）に基づいて償却しております。

６．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産
は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

７．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上してお
ります。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関

する実務指針」（日本公認会計士協会・銀行等監査特別委員会報告第４号）に規
定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主として今後１
年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損
失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間
における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて
算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保
の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要
と認める額を引当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権
については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を
控除した残額を引当てております。
全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業部店（営業関連部署）の

協力の下に審査管理部が資産査定を実施しており、その査定結果により上記の引
当てを行っております。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済活動の悪化を想定し、コロナ

禍における影響が比較的大きい業種の債務者に対する債権について、過去の景気
循環を考慮した一定の仮定に基づいた貸倒実績率を見積り、追加的な貸倒引当金
を計上しております。これに伴う貸倒引当金の額は２０百万円です。

８．賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

９．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務に基づき、必要額を計上しております。
なお、当組合は、複数事業主（信用組合等）により設立された企業年金制度（総

合型厚生年金基金）を採用しております。当該企業年金制度に関する事項は次の
とおりです。
（１）制度全体の積立状況に関する事項（令和３年３月３１日）

年金資産の額 ２３８，５７７百万円
年金財政計算上の数理債務の額と
最低責任準備金の額との合計額 ２２９，５９０百万円

差引額 ８，９８７百万円
（２）制度全体に占める当組合の掛金拠出割合（令和２年４月分～令和３年３月分）

０．１２８％
（３）補足説明

上記（１）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１５，７６６
百万円及び別途積立金２４，７５３百万円であります。本制度における過去勤務債務
の償却方法は、期間２０年（残年数１２年）の元利均等償却であり、当組合は当期
の計算書類上、特別掛金１百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標準給

与の額に乗じることで算定されるため、上記（２）の割合は当組合の実際の負担
割合とは一致しておりません。

１０．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対す
る退職慰労金の支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められ
る額を計上しております。

１１．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの
払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり必要と
認める額を計上しております。

１２．偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度に基づく負担金の将来におけ
る支出に備えるため、将来の負担金支出見込額を計上しております。

１３．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有
形固定資産に係る控除対象外消費税は「その他の資産」に計上し５年間で均等償
却を行っております。

１４．会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目で
あって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のあるものは、
次のとおりです。
貸倒引当金 １６１百万円
（上記のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による経済活動の
悪化を想定し、コロナ禍における影響が比較的大きい業種の債務者に対する
引当 ２０百万円）

貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として７．に記載しております。
貸倒引当金の算定における主要な仮定は、債務者区分の判定における貸出先の

将来の業績見通しです。債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通しは、
各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しています。なお、貸出先の業績
変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る
計算書類等における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による経済活動の悪化を想

定し、コロナ禍における影響が比較的大きい業種の債務者に対する債権について、
過去の景気循環を考慮した一定の仮定に基づいた貸倒実績率を見積り、追加的な
貸倒引当金を計上しております。新型コロナウイルス感染症による影響は、概ね
１年間は継続するものと仮定して見積っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の収束見込み等に関して、当初の見積りに用

いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重
要な影響を及ぼす可能性があります。

１５．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

当組合は、預金業務、融資業務及び債券を主体とした有価証券による運用な
どの金融業務を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総

合的管理をしておりますが、そのためのデリバティブ取引は行っておりません。
（２）金融商品の内容及びそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金
です。
また、有価証券は、主に債券及び投資信託等であり、満期保有目的、純投資

目的及び事業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の

変動リスクに晒されております。
一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒され

ております。
（３）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理

当組合は、貸出事務取扱規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、
貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保
証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営
しております。
これらの与信管理は、各営業部店のほか審査管理部により行われ、また、

定期的に経営陣及び幹部職員による常勤会や理事会を開催し、審議・報告を
行っております。
さらに、与信管理の状況については、審査管理部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスク及び仕組債のカウンターパーティーリスク

に関しては、業務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで
管理しております。

② 市場リスクの管理
（�）金利リスクの管理

当組合は、再評価方式によりパーセンタイル値を用いて金利リスク量の
計測を行い、金利の変動リスクを管理しております。
市場リスク管理規程において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記し

ており、同管理規程に基づいたリスク管理を行うとともに、状況の把握・
確認、今後の対応等の協議を行っています。
日常的には業務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把

握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、バン
キング勘定においては四半期ベース、債券のみでは月次ベースで常勤会に
報告しております。

（�）価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、年度の運用方針に基づ

き、理事会の監督の下、余裕資金運用規程及び有価証券運用規程に従い行
われております。
有価証券の購入に際しては、有価証券の種類、格付等に基づく投資限度

額をはじめ事前審査を行うとともに継続的なモニタリングを通じて、価格
変動リスクの軽減を図っております。
なお、価格変動の状況及び価格変動の及ぼす影響については、業務部を

通じ、常勤会及び理事会において定期的に報告されております。
（�）市場リスクに係る定量的情報

当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主
たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち債券、「貸出金」、「預金積
金」、「借用金」であります。
当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、保有期間２４０日、

観測期間１年間で計測される９９パーセンタイル円金利変動幅を用いた経済
価値の変動額を市場リスク量として、金利の変動リスクの管理にあたって
定量分析を行なっております。
当該変動額の算出にあたっては、再評価法を用い、円金利が９９パーセン

タイル変動幅変化した時の時価総額を再計算し、変化前後の差額を当該リ
スク量としております。
令和４年３月３１日現在の当該リスク量は２３６百万円となります。
ただし、当該リスク量は金利以外のリスク変数が一定の場合を前提とし

ており、金利以外のリスク変数との相関を考慮しておりません。また、円
金利が９９パーセンタイル変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を
超える影響が生じる可能性があります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当組合は、余裕資金の運用に際し、系統機関（全国信用協同組合連合会）

への預け金を中心に置いており、これにより資金調達を容易にすることで、
流動性リスクを管理しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一
定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
なお、一部の金融商品（預け金、貸出金及び預金積金等）については、簡便

な計算により算出した時価に代わる金額を含めて開示しております。
１６．金融商品の時価等に関する事項

令和４年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の
とおりであります。
なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（注

２）参照）。
また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

－３４－



貸 借 対 照 表
計 上 額 時 価 差 額

（１）預け金(＊１）
（２）有価証券

満期保有目的の債券
その他有価証券

（３）貸出金(＊１）
貸倒引当金(＊２）

７，５８４

１，３９３
４，８６９
１０，８８５
△ １６１

７，５７５

１，３６１
４，８６９

△ ８

△ ３２
－

１０，７２４ １０，８８４ １５９

金融資産計 ２４，５７２ ２４，６９１ １１８

（１）預金積金(＊１）
（２）借用金

２１，４７９
２，１５０

２１，４７９
２，１５０

△ ０
－

金融負債計 ２３，６２９ ２３，６２９ △ ０

(＊１）預け金、貸出金及び預金積金等の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる
金額」を記載しております。

(＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（注１）金融商品の時価等の算定方法
金融資産
（１）預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額を時価としております。満期のある預け金については、市場金利で割り引く
ことで現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみなしております。

（２）有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引証券会社から提示された価格
によっております。投資信託は取引所の価格又は公表されている基準価額によって
おります。
なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については１７～２１に記載し
ております。

（３）貸出金
貸出金は、以下の①～②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個
別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を簡便な方法により算出
した時価に代わる金額として記載しております。
① ６か月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権につい
ては、その貸借対照表の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額）。
② ①以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を
無リスク利子率（または市場金利）で割り引いた価額を時価とみなしております。

金融負債
（１）預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿簿価）を時価と
みなしております。定期預金の時価は、一定の金額帯および期間帯ごとに将来キャッ
シュ・フローを作成し、元利金の合計額を一種類の無リスク利子率（または市場金
利）で割り引いた価額を時価とみなしております。

（２）借用金
借用金については、帳簿価額を時価としております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金
融商品の時価情報には含まれておりません。

（単位：百万円）

区 分 貸借対照表計上額

非上場株式（＊１） ２２

全信組連出資金（＊２） １９６

その他出資金（＊２） ０

合 計 ２１８

(＊１）非上場株式については市場価格がなく、企業会計基準適用指針第１９号「金融商品の時
価等の開示に関する適用指針」（令和２年３月３１日）第５項に基づき時価開示の対象とは
しておりません。

(＊２）全信組連出資金及びその他出資金については、企業会計基準適用指針第３１号「時価の
算定に関する会計基準の適用指針」（令和元年７月４日）第２７項に基づき時価開示の対象
とはしておりません。

貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

社 債 １００百万円 １０６百万円 ６百万円
そ の 他 ３００ ３０５ ５

小 計 ４００ ４１１ １１

貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

そ の 他 ９９３百万円 ９４９百万円 △４４百万円

貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

合 計 １，３９３ １，３６１ △３２

（注）時価は当事業年度末における市場価格等に基づいております。

貸借対照表
計 上 額 取得原価 差 額

債 券 ２，４９５百万円 ２，４４４百万円 ５１百万円
国 債 ３１６ ３０１ １５
地 方 債 ２１４ ２００ １４
社 債 １，９６３ １，９４３ ２０
そ の 他 ５３２ ５２６ ６

小 計 ３，０２７ ２，９７０ ５７

貸借対照表
計 上 額 取得原価 差 額

債 券 １，５７２百万円 １，６００百万円 △ ２８百万円
国 債 ４８０ ５０１ △ ２０
社 債 １，０９１ １，０９９ △ ７
そ の 他 ２６９ ２７５ △ ５

小 計 １，８４２ １，８７６ △ ３３
合 計 ４，８６９ ４，８４６ ２３

（注） 貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価によ
り、それぞれ計上したものであります。

１ 年 以 内 １ 年 超
５年以内

５ 年 超
１０年以内 １０ 年 超

債 券 ８５２百万円 １，２０７百万円 ８０１百万円 １，３０６百万円
国 債 １００ － － ６９６
地方債 － － １０５ １０９
社 債 ７５１ １，２０７ ６９６ ４９９
そ の 他 － ３２７ １，２６６ ５０１
合 計 ８５２ １，５３４ ２，０６８ １，８０７

財務諸表
（単位：百万円）

１７．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらに
は、「国債」、「地方債」、「社債」、「その他の証券」が含まれております。以下２１
まで同様であります。
（１）売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。
（２）満期保有目的の債券
【時価が貸借対照表計上額を超えるもの】

【時価が貸借対照表計上額を超えないもの】

（３）その他有価証券
【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】

【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】

（４）時価のある有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく
下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものに
ついては、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、当該差額を当事
業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。当事業
年度においては、減損処理の対象となった有価証券はありませんでした。また、
時価が「著しく下落」と判断するための基準は、下落率が５０％以上である場合
のほか、下落率３０％以上５０％未満の場合において、当該格付が「BBB」相当未
満、債務超過状態、２期連続赤字のいずれかに該当する場合等であります。

１８．当期中に売却した満期保有目的の債券は次のとおりであります。
種類 売却価額 売却益 売却損

外国債券 １００百万円 ０百万円 －
売却の理由
予期できなかった売却または保有目的の変更をせざるを得ない、保有者に
起因しない事象が発生したことによるものです。（当組合有価証券保有目
的区分規定第５条）

１９．当期中に売却したその他有価証券はありません。
２０．当期中に保有目的を変更した債券はありません。
２１．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償還
予定額は次のとおりであります。

２２．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資
実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、
一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に
係る融資未実行残高は、３，１０８百万円であります。また、すべての契約が、原契
約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融

資未実行残高そのものが必ずしも当組合の将来のキャッシュ・フローに影響を与
えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保
全、その他相当の事由があるときは、当組合が実行申込みを受けた融資の拒絶又
は契約限度額の減額をすることができる旨の条件が付けられております。また、
契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後
も定期的に予め定めている当組合内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要
に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

２３．協同組合による金融事業に関する法律及び金融機能の再生のための緊急措置に
関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の
「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について
保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法
第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未
収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記され
ている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借
契約によるものに限る。）であります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 ５９百万円
危険債権額 ６１６百万円
三月以上延滞債権額 －百万円
貸出条件緩和債権額 １４８百万円
合計額 ８２３百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生
手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及び
これらに準ずる債権であります。危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っ
ていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び
利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債
権に該当しないものであります。三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が
約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに
準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。貸出条件緩和債権とは、
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金
で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該
当しないものであります。なお、債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

２４．有形固定資産の減価償却累計額 ３７８百万円
２５．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額

１４百万円
２６．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務総額

１９２百万円
２７．貸借対照表に計上した有形固定資産のほか、複合機等についてリース契約によ
り使用しています。

２８．手形割引により取得した銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形の額面金額は、
３百万円であります。

２９．担保に提供している資産は次のとおりであります。
担保提供している資産 預け金 １，５００百万円

有価証券 １，３００百万円
担保資産に対応する債務 借用金 ２，１５０百万円

上記のほか、公金取扱い及び為替取引のために預け金４０３百万円を担保として
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提供しております。
３０．出資１口当たりの純資産額は１，３２９円７９銭です。
３１．表示方法の変更

協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正（令和２年１月２４日
内閣府令第３号）が令和４年３月３１日から施行されたことに伴い、協同組合によ
る金融事業に関する法律のリスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための
緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。

３２．会計方針の変更
企業会計基準第２９号「収益認識に関する会計基準」（令和２年３月３１日）（以下、

「収益認識基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、消費税等の会計処
理を税込方式から税抜方式へ変更しております。この変更による計算書類への影
響は軽微であります。なお、収益認識基準第８９項に定める経過的な取扱いに従い、
当事業年度の期首より前までに税込方式に従って消費税等が算入された固定資産
等の取得原価から消費税等相当額を控除しておりません。

３３．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、それぞれ以下のと
おりであります。

繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度額超過額 ２８
国債等債権償却 １６
土地建物減損損失 ２９
減価償却費超過額 ８
役員退職慰労引当金繰入額 ５
退職給付引当金繰入額 ３
貸出金償却 １１２
繰越欠損金 ５９
その他 ３

繰延税金資産小計 ２６７
評価性引当額 △ ２６７
繰延税金資産合計 －
繰延税金負債
その他有価証券評価差額 ６

繰延税金負債合計 ６
繰延税金負債の純額 ６百万円

●損益計算書
（単位：千円）

●法定監査の状況
当信用組合は、「協同組合による金融事業に関する法律」第５条の８第３項に規定する、「特定信用組合」に該当しておりますので、「貸
借対照表」「損益計算書」「剰余金処分計算書」等の計算書類につきましては、会計監査人である「太陽有限責任監査法人」の監査を受
けております。

●財務諸表の適正性及び内部監査の有効性
私は、当組合の令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの第９８期の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計
算書の適正性、及び同書類作成に係る内部監査の有効性を確認いたしました。

令和 ４ 年 ６ 月 ２４ 日

金沢中央信用組合 理事長 山 口 孝

損益計算書の注記事項
１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記に
ついては、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

２．当事業年度において（自 令和３年４月１日 至 令和４年３月３１日）、当組
合は以下の資産について、使用方法の変更の意思決定等により、投資額の回収が
見込めなくなった以下の資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当
該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
（減損を認識した資産または資産グループ）

（グルーピングの方法）
営業用店舗は原則として営業店単位で、遊休資産は各々個別に１単位として

グルーピングを行っております。
（回収可能価額）
減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価

額は路線価等を基準に土地の形状等に応じた価額の調整を行い評価した額から
処分費用見込み額を控除して算定しております。

３．出資１口あたりの当期純利益 ３８円２２銭

●剰余金処分計算書
（単位：円）

科 目 令和２年度 令和３年度

経 常 利 益 △ ２４，６８２ ４１，０５７
特 別 利 益 － －
固 定 資 産 処 分 益 － －
特 別 損 失 ０ １０，７９６
固 定 資 産 処 分 損 ０ ０
減 損 損 失 － １０，７９６
税 引 前 当 期 純 利 益 △ ２４，６８２ ３０，２６０
法人税・住民税及び事業税 ２９６ ２９６
当 期 純 利 益 △ ２４，９７９ ２９，９６４
繰 越 金（ 当 期 首 残 高 ） ３６２，３２６ ３２８，４９４
当 期 未 処 分 剰 余 金 ３３７，３４６ ３５８，４５８

科 目 令和２年度 令和３年度

当 期 未 処 分 剰 余 金 ３３７，３４６，９９３ ３５８，４５８，９８８
剰 余 金 処 分 額 ８，８５２，４６２ １２，５６３，３７４
利 益 準 備 金 ２，０００，０００ ３，０００，０００
普通出資に対する配当金
（配 当 率）

３，６１２，４６２
(年１．００％）

７，２０３，３７４
(年２．００％）

優先出資に対する配当金
（配 当 率）

３，２４０，０００
(年０．８１％）

２，３６０，０００
(年０．５９％）

繰 越 金（当 期 末 残 高） ３２８，４９４，５３１ ３４５，８９５，６１４

地域 主な用途 種類 減損損失額

金沢市内 遊休資産 １か所 建物・その他の固定資産 １０，７９６千円

科 目 令和２年度 令和３年度

経 常 収 益 ３０７，３６９ ３０７，３８６
資 金 運 用 収 益 ２４５，４６４ ２４３，９４８
貸 出 金 利 息 １７４，７０９ １７１，６５６
預 け 金 利 息 １１，１５５ １１，８７０
有価証券利息配当金 ５１，８７９ ５０，９１８
そ の他の受入利息 ７，７１９ ９，５０２

役 務 取 引 等 収 益 ２４，９０４ ２１，２３１
受 入 為 替 手 数 料 １２，０３５ １０，０６１
そ の他の役務収益 １２，８６９ １１，１６９

そ の 他 業 務 収 益 ７，１４０ ９，０４７
国債等債券売却益 － １１０
国債等債券償還益 － －
その他の業務収益 ７，１４０ ８，９３７

そ の 他 経 常 収 益 ２９，８５９ ３３，１５９
貸倒引当金戻入益 ２４，５８１ １９，２７１
償 却 債 権 取 立 益 ２，４８５ １３，５９５
株 式 等 売 却 益 － －
その他の経常収益 ２，７９２ ２９３

経 常 費 用 ３３２，０５２ ２６６，３２９
資 金 調 達 費 用 ２７４ △ ９６５
預 金 利 息 １，４７９ ７０１
給付補てん備金繰入額 １１０ ５１
借 用 金 利 息 △ １，３３６ △ １，７１８
その他の支払利息 １９ －

役 務 取 引 等 費 用 １９，３３２ １７，６８５
支 払 為 替 手 数 料 ４，４３４ ３，６２２
そ の他の役務費用 １４，８９８ １４，０６２

そ の 他 業 務 費 用 ５９，０９９ ２，４５６
国債等債券償還損 ７３８ ２，４５６
国 債 等 債 権 償 却 ５８，３６０ －
その他の業務費用 － －

経 費 ２４３，６７７ ２４６，８８６
人 件 費 １５０，０４０ １５０，６４５
物 件 費 ８９，７０２ ８６，２２５
税 金 ３，９３３ １０，０１５

そ の 他 経 常 費 用 ９，６６７ ２６５
貸倒引当金繰入額 － －
貸 出 金 償 却 － －
株 式 等 売 却 損 － －
その他の経常費用 ９，６６７ ２６５
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主要業務に関する指標

●資金運用勘定、調達勘定の平均残高等
（単位：千円、％）

●総資金利鞘等
（単位：％）

●総資産利益率
（単位：％）

●業務粗利益及び業務純利益等
（単位：千円）

区 分 令和２年度 令和３年度

資 金 運 用 利 回 り （ａ） ０．９８ ０．９６

資 金 調 達 原 価 率 （ｂ） １．０２ １．０２

総 資 金 利 鞘 （ａ－ｂ） △ ０．０４ △ ０．０６

区 分 令和２年度 令和３年度

総 資 産 経 常 利 益 率 △ ０．０９ ０．１６

総 資 産 当 期 純 利 益 率 △ ０．０９ ０．１１

（注） 総資産経常（当期純）利益率＝
経常（当期純）利益

総資産平均残高（債務保証見返りを除く）
×１００

科 目 令和２年度 令和３年度

資 金 運 用 収 益 ２４５，４６４ ２４３，９４８

資 金 調 達 費 用 ２７４ △ ９６５

資 金 運 用 収 支 ２４５，１９０ ２４４，９１３

役 務 取 引 等 収 益 ２４，９０４ ２１，２３１

役 務 取 引 等 費 用 １９，３３２ １７，６８５

役 務 取 引 等 収 支 ５，５７２ ３，５４５

そ の 他 業 務 収 益 ７，１４０ ９，０４７

そ の 他 業 務 費 用 ５９，０９９ ２，４５６

そ の 他 の 業 務 収 支 △ ５１，９５８ ６，５９１

業 務 粗 利 益 １９８，８０３ ２５５，０４９

業 務 粗 利 益 率 ０．７９％ １．０１％

業 務 純 益 △ ４２，８６５ １０，６６２

実 質 業 務 純 益 △ ４２，８６５ １０，６６２

コ ア 業 務 純 益 １６，２３２ １３，００９

コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く）

１４，６７１ １３，００９

（注）１．業務粗利益率＝業務粗利益／資金運用勘定計平均残高×１００
２．業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
３．実質業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額
４．コア業務純益＝実質業務純益－国債等債権損益

科 目 項 目 令和２年度 令和３年度

資 金 運 用 勘 定

平均残高 ２４，９３１，９９２ ２５，１０４，９７４

利 息 ２４５，４６４ ２４３，９４８

利 回 ０．９８ ０．９６

う ち
貸 出 金

平均残高 １０，５１９，５８４ １０，６２８，６６３

利 息 １７４，７０９ １７１，６５６

利 回 １．６６ １．６２

う ち
預 け 金

平均残高 ７，８９９，２７２ ８，１３９，３５７

利 息 １１，１５５ １１，８７０

利 回 ０．１４ ０．１４

う ち
有 価 証 券

平均残高 ６，３１６，８３５ ６，１４０，６５３

利 息 ５１，８７９ ５０，９１８

利 回 ０．７９ ０．８２

資 金 調 達 勘 定

平均残高 ２３，６６２，３９３ ２３，８９０，１８９

利 息 ２７４ △ ９６５

利 回 ０．００ ０．００

う ち
預 金 積 金

平均残高 ２１，６６６，８９２ ２１，５７０，７３７

利 息 １，５９０ ７５３

利 回 ０．００ ０．００

う ち
譲 渡 性 預 金

平均残高 － －

利 息 － －

利 回 － －

う ち
借 用 金

平均残高 １，９９１，５０６ ２，３１９，４５２

利 息 △ １，３３６ △ １．７１８

利 回 △ ０．０６ △ ０．０７

（注） 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（令和２年度６，５９７千円、令
和３年度８，０２５千円）を控除して表示しております。

－３７－



●預貸率及び預証率
（単位：％）

●役務取引の状況
（単位：千円）

●その他業務収支の内訳
（単位：千円）

●経費の内訳
（単位：千円）

●受取利息および支払利息の増減
（単位：千円）

科 目 令和２年度 令和３年度

そ の 他 業 務 収 益 ７，１４０ ９，０４７

国 債 等 債 券 売 却 益 － １１０

国 債 等 債 券 償 還 益 － －

そ の 他 の 業 務 収 益 ７，１４０ ８，９３７

そ の 他 業 務 費 用 ５９，０９９ ２，４５６

国 債 等 債 券 売 却 損 － －

国 債 等 債 券 償 還 損 ７３８ ２，４５６

国 債 等 債 券 償 却 ５８，３６０ －

そ の 他 の 業 務 費 用 １ －

区 分 令和２年度 令和３年度

預 貸 率
期 末 ４８．１６ ５０．５４

期中平残 ４８．５５ ４９．２７

預 証 率
期 末 ２８．８８ ２９．２６

期中平残 ２９．１５ ２８．４６

（注）１．預貸率＝
貸出金

預金積金＋譲渡性預金
×１００

２．預証率＝
有価証券

預金積金＋譲渡性預金
×１００

科 目 令和２年度 令和３年度

役 務 取 引 等 収 益 ２４，９０４ ２１，２３１

受 入 為 替 手 数 料 １２，０３５ １０，０６１

そ の 他 の 受 入 手 数 料 １２，７９７ １１，０９６

その他の役務取引等収益 ７２ ７３

役 務 取 引 等 費 用 １９，３３２ １７，６８５

支 払 為 替 手 数 料 ４，４３４ ３，６２２

そ の 他 の 支 払 手 数 料 ３，３５８ ３，０６９

その他の役務取引等費用 １１，５４０ １０，９９３

項 目 令和２年度 令和３年度

人 件 費 １５０，０４０ １５０，６４５

報 酬 給 料 手 当 １２０，５１４ １２０，２６６

退 職 給 付 費 用 １０，９６９ ８，９２５

そ の 他 １８，５５７ ２１，４５４

物 件 費 ８９，７０２ ８６，２２５

事 務 費 ４５，０３８ ４２，４９８

固 定 資 産 費 １８，４８７ １７，２１０

事 業 費 ６，３７０ ６，２２３

人 事 厚 生 費 １，５６０ １，９４５

預 金 保 険 料 ６，７３４ ６，６４１

そ の 他 １１，５１０ １１，７０６

税 金 ３，９３３ １０，０１５

経 費 合 計 ２４３，６７７ ２４６，８８６

項 目 令和２年度 令和３年度

受 取 利 息 の 増 減 １，５６０ △ １，５１６

支 払 利 息 の 増 減 △ １，７４８ △ １，２３９

－３８－



その他預金
0.4%

流動性預金
39.7% 定期性預金

59.9% 証書貸付
77.7%

手形貸付
6.1%

当座貸越
16.2% 割引手形

0.0%

預金に関する指標

●預金種目別平均残高
（単位：千円、％）

●預金者別預金残高
（単位：千円、％）

●職員１人当たりおよび１店舗当たりの預金残高
（単位：千円）

●定期預金種類別残高
（単位：千円）

貸出金等に関する指標

●貸出金種類別平均残高
（単位：千円、％）

●担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額
（単位：千円、％）

種 目
令和２年度 令和３年度

金 額 構成比 金 額 構成比

流 動 性 預 金 ８，１５９，７５２ ３７．７ ８，５５７，７２３ ３９．７

定 期 性 預 金 １３，４２５，９８３ ６２．０ １２，９２３，１４０ ５９．９

譲 渡 性 預 金 － － － －

そ の 他 の 預 金 ８１，１５６ ０．３ ８９，８７３ ０．４

合 計 ２１，６６６，８９２ １００．０ ２１，５７０，７３７ １００．０

種 目
令和２年度末 令和３年度末

金 額 構成比 金 額 構成比

個 人 １３，２２５，９９８ ６０．６ １３，０６０，１６０ ６０．８

法 人 ８，６０１，３７６ ３９．４ ８，４１９，４７５ ３９．２

一 般 法 人 ８，５６０，４４９ ３９．２ ８，３７８，９３６ ３９．０

公 金 ８９３ ０．０ ３８７ ０．０

金 融 機 関 ４０，０３４ ０．２ ４０，１５１ ０．２

合 計 ２１，８２７，３７５ １００．０ ２１，４７９，６３６ １００．０

区 分 令和２年度末 令和３年度末

職員 １ 人当たりの預金残高 ７５２，６６８ ７６７，１２９

１店舗当たりの預金残高 ７，２７５，７９１ ７，１５９，８７８

区 分 令和２年度末 令和３年度末

固 定 金 利 定 期 預 金 １２，５４９，１１６ １２，１５１，５６３

変 動 金 利 定 期 預 金 － －

そ の 他 の 定 期 預 金 ６０，５９０ ５１，２８５

合 計 １２，６０９，７０６ １２，２０２，８４９

区 分 金 額 構成比 債務保証見返額

当組合預金積金
令和２年度末 ２５６，７２７ ２．４ ８７，９８０

令和３年度末 ２４９，３２３ ２．３ ４７，９８０

有 価 証 券
令和２年度末 － － －

令和３年度末 － － －

動 産
令和２年度末 － － －

令和３年度末 － － －

不 動 産
令和２年度末 ５，５０２，９７３ ５２．３ －

令和３年度末 ５，５３６，２０６ ５１．０ －

そ の 他
令和２年度末 － － －

令和３年度末 － － －

小 計
令和２年度末 ５，７５９，７０１ ５４．７ ８７，９８０

令和３年度末 ５，７８５，５３０ ５３．３ ４７，９８０

信用保証協会・
信用保険

令和２年度末 ２，２９７，４７７ ２１．９ －

令和３年度末 ２，３２３，３０２ ２１．４ －

保 証
令和２年度末 ２１９，６３４ ２．１ －

令和３年度末 ２００，４８８ １．８ －

信 用
令和２年度末 ２，２３６，２９２ ２１．３ １２０，４３５

令和３年度末 ２，５４６，５２０ ２３．５ １２９，７８６

合 計
令和２年度末 １０，５１３，１０５ １００．０ ２０８，４１５

令和３年度末 １０，８５５，８４２ １００．０ １７７．７６６

科 目
令和２年度 令和３年度

金 額 構成比 金 額 構成比

割 引 手 形 ３，３２２ ０．０ ２，１２７ ０．０

手 形 貸 付 ７１８，９４６ ６．８ ６４７，６２２ ６．１

証 書 貸 付 ８，２４３，０２８ ７８．４ ８，２５３，５６２ ７７．７

当 座 貸 越 １，５５４，２８６ １４．８ １，７２５，３５０ １６．２

合 計 １０，５１９，５８４ １００．０ １０，６２８，６６３ １００．０

－３９－



個人
22.0%

卸売・小売業
32.5%

不動産業
17.3%

製造業
5.2%

飲食業
9.9%

建設業
3.1%

その他のサービス
4.6%

運輸業、郵便業
3.4%

その他
2.0%

●貸出金金利区分別残高
（単位：千円）

●貸出金業種別残高・構成比
（単位：千円、％）

●貸出金使途別残高
（単位：千円、％）

●消費者ローン・住宅ローン残高
（単位：千円、％）

●職員１人当たりおよび１店舗当たりの貸出残高
（単位：千円）

●代理貸付残高の内訳
（単位：千円）

区 分 令和２年度末 令和３年度末

固 定 金 利 貸 出 ５，１７１，５１３ ５，６１６，７６１

変 動 金 利 貸 出 ５，３４１，５９２ ５，２３９，０８１

合 計 １０，５１３，１０５ １０，８５５，８４２

業 種 別
令和２年度末 令和３年度末

金 額 構成比 金 額 構成比

製 造 業 ４６８，５４４ ４．５ ５６６，７７０ ５．２

農 業 、 林 業 １，８５０ ０．０ １，２５０ ０．０

漁 業 － － － －

鉱業、採石業、砂利採取業 － － － －

建 設 業 ３２６，６３４ ３．１ ３３５，８１６ ３．１

電気・ガス・熱供給・水道業 － － － －

情 報 通 信 業 － － － －

運 輸 業 、 郵 便 業 ３９０，８２２ ３．７ ３７２，７１９ ３．４

卸 売 業 、 小 売 業 ３，３２６，５６１ ３１．６ ３，５２８，４７９ ３２．５

金 融 業 、 保 険 業 － ― ５０，０００ ０．５

不 動 産 業 １，７７６，２９１ １６．９ １，８７９，２０５ １７．３

物 品 賃 貸 業 － － － －

学術研究、専門・技術サービス業 ５５，５２０ ０．５ ５３，１６２ ０．５

宿 泊 業 ８，９９８ ０．１ ６，９９４ ０．１

飲 食 業 １，０７１，８１０ １０．２ １，０７３，８９７ ９．９

生活関連サービス業、娯楽業 ７３，１９１ ０．７ ９３，０２２ ０．９

教育、学習支援業 － － － －

医 療 、 福 祉 － － － －

その他のサービス ５７１，４２６ ５．４ ５０３，０３４ ４．６

そ の 他 の 産 業 ２４，０００ ０．２ － －

小 計 ８，０９５，６５０ ７７．０ ８，４６４，３５１ ７８．０

国・地方公共団体等 － － － －

個人（住宅・消費・納税資金等） ２，４１７，４５４ ２３．０ ２，３９１，４９１ ２２．０

合 計 １０，５１３，１０５ １００．０ １０，８５５，８４２ １００．０

（注） 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

区 分
令和２年度末 令和３年度末

金 額 構成比 金 額 構成比

運 転 資 金 ５，６５６，９２１ ５３．８ ５，９９９，１１３ ５５．３

設 備 資 金 ４，８５６，１８４ ４６．２ ４，８５６，７２８ ４４．７

合 計 １０，５１３，１０５ １００．０ １０，８５５，８４２ １００．０

区 分
令和２年度末 令和３年度末

金 額 構成比 金 額 構成比

消 費 者 ロ ー ン ２９１，７９０ １７．０ ２９５，５９５ １７．４

住 宅 ロ ー ン １，４２０，５１９ ８３．０ １，４０１，１７９ ８２．６

合 計 １，７１２，３０９ １００．０ １，６９６，７７３ １００．０

区 分 令和２年度末 令和３年度末

職員 １人当たりの貸出残高 ３６２，５２０ ３８７，７０８

１ 店舗当たりの貸出残高 ３，５０４，３６８ ３，６１８，６１４

区 分 令和２年度末 令和３年度末

全国信用協同組合連合会 １２０，４３５ １２９，７８６

商 工 組 合 中 央 金 庫 － －

日 本 政 策 金 融 公 庫 － －

住 宅 金 融 支 援 機 構 １０６，８０９ ９８，９４９

福 祉 医 療 機 構 １７，９１２ １７，１９４

中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 － －

合 計 ２４５，１５６ ２４５，９３０

－４０－



有価証券に関する指標

●有価証券種類別平均残高
（単位：千円、％）

●有価証券種類別残存期間別残高
（単位：千円）

その他の業務

●内国為替取扱実績
（単位：千円）

●有価証券、金銭の信託の取得価格または契約価格、時価及び評価損益
（単位：千円）

項 目 令和２年度末 令和３年度末

有価証券

取 得 価 格 ６，２３７，７１０ ６，２６２，２７２

時 価 ６，２８６，０８６ ６，２５３，２７１

評 価 損 益 ４８，３７５ △ ９，００１

（注）１．時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについ
ては、帳簿価格で表示しております。

２．「金銭の信託」及び「デリバティブ等商品」は該当がないため掲
載しておりません。

区 分
令和２年度 令和３年度

金 額 構成比 金 額 構成比

国 債 ６５８，４７５ １０．４ ６８８，００３ １１．２

地 方 債 ２００，０５０ ３．２ ２００，０４０ ３．３

短 期 社 債 － － － －

社 債 ３，２６５，４８０ ５１．７ ３，１４５，４２５ ５１．２

株 式 ２２，３００ ０．４ ２２，３００ ０．４

外 国 証 券 ２，１５１，７３４ ３４．０ ２，０７６，５８４ ３３．８

そ の 他 の 証 券 １８，７９４ ０，３ ８，２９９ ０．１

合 計 ６，３１６，８３５ １００．０ ６，１４０，６５３ １００．０

（注） 当組合は、商品有価証券を保有しておりません。

区 分 期間の定め
のないもの １年以内 １年超

３年以内
３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
１０年以内 １０年超 合 計

国 債
令和２年度末 － １００，２８０ １０１，５９０ － － － ５１５，３６０ ７１７，２３０

令和３年度末 － １００，６３０ － － － － ６９６，７８０ ７９７，４１０

地 方 債
令和２年度末 － － － － － １０６，６８０ １１１，７９０ ２１８，４７０

令和３年度末 － － － － － １０５，２１０ １０９，７２０ ２１４，９３０

短 期 社 債
令和２年度末 － － － － － － － －

令和３年度末 － － － － － － － －

社 債
令和２年度末 － ２００，５４０ ９４８，８５０ ７０５，２３０ ３００，２２０ ５０３，３００ ５０１，８１０ ３，１５９，９５０

令和３年度末 － ７５１，８８０ ６０４，１６０ ６０２，８６０ － ６９６，６１０ ４９９，７３０ ３，１５５，２４０

株 式
令和２年度末 ２２，３００ － － － － － － ２２，３００

令和３年度末 ２２，３００ － － － － － － ２２，３００

外 国 証 券
令和２年度末 － ２０２，２２０ １００，５７０ ２００，０００ １００，７００ ８６９，７７４ ７１３，６４９ ２，１８６，９１４

令和３年度末 － １００，１８０ １００，０００ ３９７，４４０ ８６９，４１５ ５０１，５３３ １，９６８，５６８

その他の証券
令和２年度末 － － － － － － － －

令和３年度末 １２７，３１９ － － － － － － －

合 計
令和２年度末 ２２，３００ ５０３，０４０ １，１５１，０１０ ９０５，２３０ ４００，９２０ １，４７９，７５４ １，８４２，６０９ ６，３０４，８６４

令和３年度末 １４９，６１９ ８５２，５１０ ７０４，３４０ ７０２，８６０ ３９７，４４０ １，６７１，２３５ １，８０７，７６３ ６，２８５，７６８

（注） 上場・非上場すべての有価証券を対象としております。外国証券は、すべて円建ての債券です。

区 分
令和２年度 令和３年度

件 数 金 額 件 数 金 額

送金・振込
他の金融機関向け １５，７０６ １６，９８４，２７１ １５，９１５ ２０，８６５，４３０

他の金融機関から １２，１９６ １０，６５２，５０４ １２，０２７ １０，５２５，２８８

代金取立
他の金融機関向け － － － －

他の金融機関から ８０ ９７，５３２ ７７ ５８，３１１

－４１－



開 示 項 目 一 覧

各開示項目は、下記のページに記載しております。なお、＊印は、「協金法第６条で準用する銀行法第２１条」「金融再生法」で規定されております法定開示
項目です。

■ごあいさつ ２

【概況・組織】
１．事業方針 ３

２．事業の組織＊ ２５

３．役員一覧（理事及び監事の氏名・役職名）＊ ２５

４．会計監査人の氏名又は名称＊ ２５

５．店舗一覧（事務所の名称・所在地）＊ ２６

６．自動機器設置状況 ２６

７．地区一覧 ２７

８．組合員数 ４

９．子会社の状況 該当なし

【主要事業内容】
１０．主要な事業の内容＊ ２８～２９

１１．信用組合の代理業者＊ 取扱いなし

【業務に関する事項】
１２．事業の概況＊ ４

１３．経常収益＊ ４

１４．経常利益（損失）＊ ４

１５．当期純利益（損失）＊ ４

１６．出資総額、出資総口数＊ ４

１７．純資産額＊ ４

１８．総資産額＊ ４

１９．預金積金残高＊ ４

２０．貸出金残高＊ ４

２１．有価証券残高＊ ４

２２．単体自己資本比率＊ ４

２３．出資配当金＊ ４

２４．職員数＊ ４

【主要業務に関する指標】
２５．業務粗利益及び業務純益等＊ ３７

２６．資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支＊ ３７

２７．資金運用勘定・資金調達勘定の平均残高、利息、利回り、資金利鞘＊ ３７

２８．受取利息、支払利息の増減＊ ３８

２９．役務取引の状況 ３８

３０．その他業務収支の内訳 ３８

３１．経費の内訳 ３８

３２．総資産経常利益率＊ ３７

３３．総資産当期純利益率＊ ３７

【預金に関する指標】
３４．預金種目別平均残高＊ ３９

３５．預金者別預金残高 ３９

３６．財形貯蓄残高 取扱いなし

３７．職員１人当たり預金残高 ３９

３８．１店舗当たり預金残高 ３９

３９．定期預金種類別残高＊ ３９

【貸出金等に関する指標】
４０．貸出金種類別平均残高＊ ３９

４１．担保種類別貸出金残高及び債務保証見返額＊ ３９

４２．貸出金金利区分別残高＊ ４０

４３．貸出金使途別残高＊ ４０

４４．貸出金業種別残高・構成比＊ ４０

４５．預貸率（期末・期中平均）＊ ３８

４６．消費者ローン・住宅ローン残高 ４０

４７．代理貸付残高の内訳 ４０

４８．職員１人当たり貸出金残高 ４０

４９．１店舗当たり貸出金残高 ４０

【有価証券に関する指標】
５０．商品有価証券の種類別平均残高＊ 取扱いなし

５１．有価証券の種類別平均残高＊ ４１

５２．有価証券種類別残存期間別残高＊ ４１

５３．預証率（期末・期中平均）＊ ３８

【経営管理体制に関する事項】
５４．法令遵守体制＊ ３

５５．リスク管理体制＊ ６～１４

資 料 編

（バーゼル�に関する事項を含む）
５６．苦情処理措置及び紛争解決措置の内容＊ ２０～２１

【財産の状況】
５７．貸借対照表、損益計算書、剰余金処分（損失金処理）計算書＊ ３３～３６

５８．協金法開示債権（リスク管理債権）

及び金融再生法開示債権の保全・引当状況＊ １５

５９．自己資本充実状況（自己資本比率明細）＊ ８～９

（バーゼル�に関する事項を含む）
６０．有価証券、金銭の信託等の評価＊ ４１

６１．外貨建資産残高 取扱いなし

６２．オフバランス取引の状況 取扱いなし

６３．先物取引の時価情報 取扱いなし

６４．オプション取引の時価情報 取扱いなし

６５．貸倒引当金（期末残高・期中増減額）＊ １２

６６．貸出金償却の額＊ １２

６７．財務諸表の適正性及び内部監査の有効性について ３６

６８．会計監査人による監査＊ ３６

【その他の業務】
６９．内国為替取扱実績 ４１

７０．外国為替取扱実績 取扱いなし

７１．公共債窓販実績 取扱いなし

７２．公共債引受額 取扱いなし

７３．手数料一覧 ３０

【その他】
７４．当組合の考え方 １

７５．沿革・歩み ２７

７６．総代会について ２２～２３

７７．役員等の報酬体系 ２４

〈地域貢献に関する事項〉
７８．地域・社会貢献活動の取組み １６～１９

７９．地域密着型金融の取組み １７～１９

８０．中小企業の経営の改善及び地域活性化のための取組み＊ １６，１７，１９

８１．「経営者保証に関するガイドライン」への対応について １９




